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高千穂町告示第17号 

 令和３年第１回高千穂町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和３年２月１９日 

                           高千穂町長 甲斐 宗之 

１ 期 日  令和３年３月２日 

２ 場 所  高千穂町役場議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

佐藤さつき議員        板倉 哲男議員 

磯貝 助夫議員        安在 昭則議員 

本願 和茂議員        中島 早苗議員 

馬原 英治議員        佐藤 久生議員 

坂本 弘明議員        工藤 博志議員 

富髙健一郎議員        富髙 友子議員 

佐藤 定信議員                

────────────────────────────── 

 



- 2 - 

─────────────────────────────────────────── 

令和３年 第１回 高 千 穂 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             令和３年３月２日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和３年３月２日 午前10時00分開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに令和３年度施政方針 

 日程第５ 報告第１号 専決処分書の報告について（南平団地） 

 日程第６ 承認第１号 令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて 

 日程第７ 承認第２号 令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を

求めることについて 

 日程第８ 議案第１号 天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例の制定

について 

 日程第９ 議案第２号 高千穂町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第10 議案第３号 高千穂町簡易水道給水条例の一部改正について 

 日程第11 議案第４号 高千穂町地域振興基金条例の制定について 

 日程第12 議案第５号 四季見原すこやかの森キャンプ場使用料徴収条例の一部改正について 

 日程第13 議案第６号 高千穂町公衆浴場使用料徴収条例の一部改正について 

 日程第14 議案第７号 高千穂町バス事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第８号 高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金条例の一部改正について 

 日程第16 議案第９号 高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 日程第17 議案第10号 公の施設に関する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第11号 高千穂町課設置条例の一部改正について 

 日程第19 議案第12号 高千穂町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第13号 高千穂町附属機関設置条例の一部改正について 

 日程第21 議案第14号 高千穂町介護保険条例の一部改正について 

 日程第22 議案第15号 高千穂町地域福祉基金条例の一部改正について 

 日程第23 議案第16号 令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第８号） 
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 日程第24 議案第17号 令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第25 議案第18号 令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第26 議案第19号 令和２年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第27 議案第20号 令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第21号 令和２年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第29 議案第22号 令和２年度高千穂町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５号） 

 日程第30 議案第23号 令和３年度高千穂町一般会計予算 

 日程第31 議案第24号 令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計予算 

 日程第32 議案第25号 令和３年度高千穂町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第33 議案第26号 令和３年度高千穂町下水道事業特別会計予算 

 日程第34 議案第27号 令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計予算 

 日程第35 議案第28号 令和３年度高千穂町介護保険特別会計予算 

 日程第36 議案第29号 令和３年度高千穂町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第37 議案第30号 令和３年度高千穂町国民健康保険病院事業会計予算 

 日程第38 議案第31号 令和３年度高千穂町水道事業会計予算 

 日程第39 議案第32号 工事請負変更契約の締結について 

 日程第40 議案第33号 西臼杵郡公平委員会委員の選任同意について 

 日程第41 議案第34号 高千穂町教育委員会教育長の任命同意について 

 日程第42 議案第35号 高千穂町教育委員会委員の任命同意について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに令和３年度施政方針 

 日程第５ 報告第１号 専決処分書の報告について（南平団地） 

 日程第６ 承認第１号 令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて 

 日程第７ 承認第２号 令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を

求めることについて 

 日程第８ 議案第１号 天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例の制定

について 
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 日程第９ 議案第２号 高千穂町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第10 議案第３号 高千穂町簡易水道給水条例の一部改正について 

 日程第11 議案第４号 高千穂町地域振興基金条例の制定について 

 日程第12 議案第５号 四季見原すこやかの森キャンプ場使用料徴収条例の一部改正について 

 日程第13 議案第６号 高千穂町公衆浴場使用料徴収条例の一部改正について 

 日程第14 議案第７号 高千穂町バス事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第８号 高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金条例の一部改正について 

 日程第16 議案第９号 高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 日程第17 議案第10号 公の施設に関する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第11号 高千穂町課設置条例の一部改正について 

 日程第19 議案第12号 高千穂町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第13号 高千穂町附属機関設置条例の一部改正について 

 日程第21 議案第14号 高千穂町介護保険条例の一部改正について 

 日程第22 議案第15号 高千穂町地域福祉基金条例の一部改正について 

 日程第23 議案第16号 令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第24 議案第17号 令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第25 議案第18号 令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第26 議案第19号 令和２年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第27 議案第20号 令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第21号 令和２年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第29 議案第22号 令和２年度高千穂町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５号） 

 日程第30 議案第23号 令和３年度高千穂町一般会計予算 

 日程第31 議案第24号 令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計予算 

 日程第32 議案第25号 令和３年度高千穂町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第33 議案第26号 令和３年度高千穂町下水道事業特別会計予算 

 日程第34 議案第27号 令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計予算 

 日程第35 議案第28号 令和３年度高千穂町介護保険特別会計予算 

 日程第36 議案第29号 令和３年度高千穂町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第37 議案第30号 令和３年度高千穂町国民健康保険病院事業会計予算 

 日程第38 議案第31号 令和３年度高千穂町水道事業会計予算 

 日程第39 議案第32号 工事請負変更契約の締結について 

 日程第40 議案第33号 西臼杵郡公平委員会委員の選任同意について 
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 日程第41 議案第34号 高千穂町教育委員会教育長の任命同意について 

 日程第42 議案第35号 高千穂町教育委員会委員の任命同意について 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 佐藤さつき議員        ２番 板倉 哲男議員 

３番 磯貝 助夫議員        ５番 安在 昭則議員 

６番 本願 和茂議員        ７番 中島 早苗議員 

８番 馬原 英治議員        ９番 佐藤 久生議員 

10番 坂本 弘明議員        11番 工藤 博志議員 

12番 富髙健一郎議員        13番 富髙 友子議員 

14番 佐藤 定信議員                   

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 甲斐 順生         書記 佐藤健次郎 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 甲斐 宗之    副町長 ………………… 藤本 昭人 

教育長 ………………… 濵田 琢一    総務課長 ……………… 石渕 敦司 

財政課長 ……………… 佐藤 英次    税務課長 ……………… 須藤 浩文 

町民生活課長 ………… 興梠 晶彦    企画観光課長 ………… 山下 正弘 

福祉保険課長 ………… 有藤 寿満                      

農林振興課長兼農業委員会事務局長 ……………………………………… 甲斐  徹 

農地整備課長 ………… 佐藤 峰史    建設課長 ……………… 佐藤 雄二 

会計管理者 …………… 興梠 貴俊    病院事務長 …………… 戸髙 雄司 

保健福祉総合センター事務長 ……………………………………………… 林  謙一 

上下水道課長 ………… 江藤 良一                      

教育委員会次長兼教育総務課長 …………………………………………… 河内 晴彦 

監査委員 ……………… 中尾 清美                      

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 
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○事務局長（甲斐 順生事務局長）  開会前におしらせします。 

 本日と本会議２日目の４日に、課長補佐研修で各課補佐が議会傍聴に見えます。 

 御起立お願いいたします。一同、礼。 

〔起立・礼〕 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御着席ください。 

○議長（工藤 博志議員）  ただいまから、令和３年第１回高千穂町議会定例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（工藤 博志議員）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、議席番号

９番、佐藤久生議員、議席番号１０番、坂本弘明議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日から３月１９日までの１８日間にしたいと思います

が、これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から３月

１９日までの１８日間と決定しました。 

 なお、今会期の内訳につきましては、皆様のお手元に配付しています会期予定表のとおり行う

こととします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 最初に、監査検査結果の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第１９９条の規定に基づく随時監査及び地方自治法第２３５条の規

定に基づく例月現金出納検査の結果が議長に提出されていますので、その写しの配付をもって報

告とします。 

 続いて、議会運営委員会の閉会中の継続調査の報告を行います。 

 議会運営委員長から委員会調査報告書が議長に提出されていますので、その写しの配付をもっ
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て報告とします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに令和３年度施政方針 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第４、行政報告並びに令和３年度施政方針を求めます。 

 町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  おはようございます。 

 本日、令和３年第１回定例会に、議員の皆様方には御多用の中、御出席をいただきまして、心

から厚く感謝を申し上げます。 

 開会前に、町議会議員として長年にわたり本町の振興・発展に多大な貢献をされた功績により、

また、議会の運営及び地域の振興・発展への功労が認められ、全国町村議会議長会より表彰の栄

に浴されました佐藤定信議員、坂本弘明副議長、工藤博志議長に、心より敬意を表しますととも

に、改めてお祝いを申し上げます。今後とも本町発展のため御尽力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、いわゆる第３波について、ようやく新規感

染者数が下火となり、１０都道府県に発令されておりました緊急事態宣言は、首都圏を除く６府

県が２月末で解除となりました。 

 本県におきましては、１月７日に発令された県独自の緊急事態宣言は２月７日まで延長され、

２月８日からは感染拡大緊急警報に移行し、引き続きレベル３の警戒は継続中でありますが、こ

こ数日、新規感染者数が一桁またはゼロとなっております。 

 本町におきましては、２月上旬に新たに５名の方が感染され心配をいたしましたけれども、現

在は全員回復をされ、新たな感染者もなく、関係各位の御尽力により感染拡大は阻止されたと思

っております。 

 全国的には、新規感染者数は下げ止まり傾向にあり、都市部での終息はまだ先であると言われ

ておりますので、引き続き町民の皆様へは、感染拡大防止行動の徹底を呼びかけてまいりたいと

思います。 

 これまでのコロナ禍に係る経済支援対策等につきましては、後ほど行政報告にて詳細を報告さ

せていただきます。 

 次に、先週２６日の新聞報道等で既にご存知のことと思いますが、九州中央自動車道の高千穂

～雲海橋間約３.３キロ区間が、２０２１年度新規事業化される見通しとなりました。総事業費

１６０億円が見込まれ、事業化されれば、熊本県嘉島ジャンクションから延岡ジャンクションま

での約９５キロのうち、未事業化区間は約３５キロとなり、早期整備への大きな前進となります。
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これまでの、議員各位の陳情活動、期成会活動への御協力に心より感謝を申し上げます。 

 次に、高病原性鳥インフルエンザにつきましては、本県で今季１２例目となる感染が、先週

２５日に都城市のブロイラー養鶏場で確認をされ、３万９,０００羽が殺処分されました。これ

まで、県全体で累計９２万羽が殺処分されたところであり、本町におきましても、まだまだ予断

を許さない状況でありますので、本町の１５農場には、引き続き徹底した防疫体制を呼びかけて

まいりたいと思います。 

 さて、令和２年度も残すところあと１か月を切り、防災行政無線施設整備工事は事業完了が令

和３年度へ繰越となるものの、町営南平団地建設工事ほか、予定した各種事業も順調に進捗して

いるところであり、議員各位の御理解・御協力に重ねて感謝を申し上げます。 

 それでは、令和３年度の予算編成方針並びに当面する町政につきまして、御報告を申し上げま

す。 

 まず、令和３年度当初予算編成の考え方についてでございます。 

 令和３年度の予算編成作業につきましては、例年より１か月早め１０月より着手し、各課内で

十分な協議を行い、歳入の確保と事業効果の検証及びそれに伴う歳出の見直しに努めるよう指示

をしたところでございます。 

 本年度は、防災行政無線や町営住宅建て替え等の大型事業が減り、昨年度より減額した予算編

成といたしました。 

 歳入においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の大幅な減収を見込んでおり

ます。 

 また、ここ数年当初予算の段階から財源不足を財政調整基金により補填しておりましたが、適

正な残高を確保すべく取崩しを最小限に抑えることに苦心したところでございます。 

 そのような中ではありますが、令和３年度も限られた財源を有効に活用し、全職員の知恵と工

夫により、町制施行１００周年から次の１００周年に向けた一歩を踏み出す新たな事業にも着手

してまいりたいと考えているところであります。 

 一部、地方創生推進交付金の充当も念頭に、新たな事業として、民間活力を活用した地域商社

「まちづくり公社」の設立に向けた準備を行うほか、高千穂高校魅力化プロジェクトとして、

３町での高校支援も検討しつつ、町独自で先行しての支援事業にも乗り出します。 

 また、新規就農支援として、高千穂ファーマーズスクールを立ち上げるほか、ＩＴ企業誘致に

向けた人材育成事業、大手航空会社であるＡＮＡからの人材派遣事業と合わせ、アフターコロナ

に向けた新たな観光コンテンツづくりにも取り組んでまいります。 

 また、役場内の組織再編として、新たに現在の財政課総合政策室を総合政策課として立ち上げ、

鉄道公園化事業など新規プロジェクトを確実に前進させてまいります。 
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 高速道路の整備促進に向けては、五ケ瀬高千穂道路の用地買収が本格化し、新たに高千穂雲海

橋間の事業化も前進が期待されることから、さらに体制を強化し、国・県と連携し円滑な事業進

捗を図ってまいります。 

 さらに、町立病院の在り方につきましては、別途後ほど説明いたしますが、県からの職員派遣

と３町職員により西臼杵地域公立病院統合再編準備室を立ち上げ、３年後の統合再編を目指し、

本格的な準備に着手する予定でございます。 

 新型コロナウイルスへの対応といたしましては、国策として行われるワクチン接種に向けての

接種体制を確立するための予算を中心に編成し、さらなる感染予防対策や経済対策につきまして

は、国において繰越予定の新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を財源に、感染状況をみ

ながら、また町内の各経済団体等の意見も伺いながら、補正予算にて適切に対応してまいりたい

と考えております。 

 また、いまだ新型コロナウイルス感染症の完全な終息が見通せない中、急な事態に対処するた

め、予備費を例年より増額して計上したところでございます。 

 まずは、町民の皆様方へのスムーズなワクチン接種に努め、国や県の動向を注視しつつ、新た

な事態には速やかに柔軟に対応してまいります。 

 予算の詳細につきましては、後ほど提案理由において御説明を申し上げます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

 これまで、本町における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金充当事業を中心に行ってきたところでございます。第一次から

２月２日及び２月１０日に通知がありました、第三次までの交付限度額を合わせますと、総額

６億４,８３２万７,０００円の事業費となっております。 

 昨年５月１日に通知がございました、第一次分９,９７０万３,０００円は、補正予算１号及び

２号に充当し、１４事業を実施いたしました。感染拡大防止対策として、町立病院で疑似感染者

から検体を採取する接触者外来の受入れ体制の整備及び、新型コロナウイルス感染症の患者の受

入れ体制整備に取り組みました。また、必要な衛生用品を支給するため、幼稚園・保育園・老人

施設等４０施設にマスクを配布する必要物品供給事業や、避難所の衛生環境を保つため、マスク

等を備蓄する防災活動支援事業も行ったところでございます。 

 第１波で影響の大きかった商店や旅館業の支援として、家賃等緊急対策支援補助金や宿泊業緊

急対策支援補助金を交付し、また、停滞する経済を活性化するため、商品券事業なども行ったと

ころであります。 

 さらなる経済対策といたしまして、農業分野では特に経営が厳しく、資金繰りが困難となった

肥育農家への支援や、農産物消費拡大事業を行ったところでございます。 
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 ６月２４日に通知がございました、第二次分３億４,８８６万３,０００円は、補正予算３号を

編成し、４０事業を行ったところであります。 

 まずは停滞している町内の経済状況を緊急に支援し、町内商店での消費活動を喚起することを

目的に、町民一人当たり５,０００円の商品券を配布いたしました。また、特に影響を受けやす

い妊娠中の方に対し、１人当たり１０万円の妊婦臨時特別給付金を支給させていただきました。 

 感染拡大防止対策としては、高齢者施設や障害者施設、重度心身障害者へのマスク配布や、役

場庁舎内空調設備整備を行いました。 

 また、マイナンバーカード管理システムの導入や役場庁舎内の情報ネットワーク整備、ＬＩＮ

Ｅ公式アカウントによる情報発信事業、福祉関係者を結ぶＷｅｂ会議システム整備、町立病院の

オンライン診療・服薬指導のための通信インフラ整備、議会を中心としたリモートワーク環境整

備、小・中学生に１人１台のタブレットを整備するＧＩＧＡスクールタブレット購入事業、町立

図書館蔵書検索予約システム導入など、町内のＩＣＴ化は以前と比べ、格段に進んだと考えてお

ります。 

 経済対策といたしまして、８月１日から１６日にかけ、県から休業要請に応じた飲食店に協力

金を支給いたしました。また、次期作を含めた農業用資材や機械の導入等の生産活動に対する支

援を行う営農継続補助金の交付や、家畜市場での購買意欲向上を目的に、購買者の来訪に係る経

費及び家畜の輸送経費を助成する高千穂家畜市場活性化支援事業を西臼杵３町にて行いました。 

 さらには、ポストコロナを見据えた観光ＶＲコンテンツ制作、高千穂鉄道・鉄道遺産化事業、

宿泊割引事業を行ってまいりましたが、宿泊割引事業につきましては、国のＧｏＴｏキャンペー

ンの停止に伴い本事業も停止しておりますので、現在の感染拡大の状況を鑑み、国の動向を見な

がら、できましたら来年度に繰り越しまして、国のＧｏＴｏキャンペーンの再開と共に、再度実

施してまいりたいと考えております。 

 最後に、第三次分につきましては、２月２日及び１０日に、合わせて１億９,９４４万

６,０００円の通知がございました。今回、実施計画を策定する中で、これまでの充当事業を見

直し、１,１００万円程度の財源をねん出した上で、国庫補助事業等の本町負担額及び、１月

９日から２月７日に出された宮崎県緊急事態宣言に伴う営業時間短縮要請協力金の本町負担分に

充当いたしました。また、今回の定例会に上程いたします補正予算案の中で、ＧｏＴｏトラベル

の中止や宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴い影響を受けた全業種に対し、本町独自に支援金を

支給する「緊急事態宣言影響対策支援金」を計画し、その財源に充てたところでございます。 

 残りの、１億２,９６１万９,０００円につきましては、国が令和３年度に繰り越した上で、

４月に実施計画の申請となる予定でございます。 

 ここで、この宮崎県独自の緊急事態宣言に関連する国・県及び町の支援策について、少し詳細
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に御報告をしておきたいと存じます。 

 まず、飲食店等への営業時間短縮要請につきましては、１月９日から２２日まで、そしてさら

に延長され２月７日までの３０日間にわたり、町内約９０店舗に御協力をいただきました。現在、

協力金の申請を受け付けながら、並行して速やかに支給を行っているところであります。 

 関連して、県が飲食関連事業者等支援金の支給を予定しておりますが、これは飲食店と直接取

引のある業者やタクシー、代行運転業者などを対象として、今年１月または２月の売上げが対前

年同月比で５０％以上減少している県内事業者に対して、１事業者当たり一律２０万円の支給を

行うというものであります。 

 これに合わせ、本町においても独自の支援策を講じる予定にしております。町といたしまして

は、お昼だけ営業している飲食店など、今回県の協力金、支援金に該当しない事業者でも、少な

からず影響を受けている事業者は、ほかにもたくさん想定されることから、業種を限定せず、町

内の中小企業者及び個人事業者で、今年１月または２月の売上げが対前年同月比で２０％以上減

少している事業者を対象に、１店舗当たり２０万円、さらには従業員１人当たり３万円加算しま

して、これは最大５名分１５万円までとしておりますが、合わせて最大３５万円を店舗ごとに支

給する予定にしております。この支援金は、時短要請協力金受給店舗以外であれば、県の飲食関

連事業者等支援金とは合わせて受給できることといたしております。 

 こうした状況は、しばらくは続くと思われますし、全ての町民の皆様に影響を与えていると認

識をしております。 

 去る２月２４日に町内の経済団体の長にお集まりをいただき、新型コロナウイルス感染症対応

経済対策会議を開催し、御意見を頂戴したところでありますが、感染防止対策はもちろんのこと、

ワクチン接種やその接種が進み感染者が減少した上での経済復興対策について、今後の感染状況

にも柔軟に対応できる対策を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制について御報告をいたします。 

 新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、予防接種法の一部が改正されたことによ

り、予防接種法上の臨時接種に特例を設けて、厚生労働大臣の指示の下、対象者や期日、期間、

使用するワクチンを指定して、都道府県の協力により市町村において実施するものとなっており、

新型コロナウイルス感染症対策の重要な柱として実施されるものであります。 

 国が示す接種順位とスケジュールによりまして、２月１７日から一部の医療従事者を対象とし

た先行接種が始められており、４月１２日以降に６５歳以上の高齢者、次に基礎疾患を有する方

及び高齢者施設等の従事者の順に、接種を開始していく予定とされているところであります。 

 本町におきましては、ワクチンの供給が可能となった際に、町民の皆様への接種が迅速かつ適

切に開始されることができるよう、必要なシステムの改修や医療機関との調整、接種会場の確保
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等、接種に向けての準備をすすめているところでありますが、２月１日付で、保健福祉総合セン

ター内に予防接種プロジェクトチームを立ち上げ、必要な人員を確保するとともに、業務体制の

強化を図ったところでございます。 

 本町の接種体制につきましては、武道館を接種会場とし、集団接種を基本に実施することとし

ておりますが、現時点におきましては、本町へのワクチンの供給時期が不明確であるため、今後、

国、県から発出される通知等により、具体的な日程を決定した後、接種の対象となる皆様へ、お

知らせをしてまいりたいと存じます。 

 今回の新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかりと情報提供を行ったうえで、

接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになっております。予防接種による感染

症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解された上で、自らの意思で接種を受けていただくこ

とになりますが、国からワクチンの効果、有効性及び副反応に係る情報が、随時発信されており

ますので、そういった情報の周知に努めるとともに、万全の接種体制を構築し、実施してまいり

たいと存じます。 

 次に、西臼杵３公立病院の統合再編に伴う検討状況につきまして御報告をいたします。 

 令和２年６月に西臼杵３町長が集まりまして、今後３町が同じ方向に向かって統合再編に取り

組むことを再確認し、関係各課に対し、令和３年４月より統合再編を実行するための準備室を設

置し、必要な作業を滞りなく進めるよう指示したところであります。 

 また、３町長で、宮崎県福祉保健部長をはじめ、関係部署へ意思決定の御報告と、準備室への

県職員派遣や補助金等の御協力を要望させていただきました。 

 予定通り、本年４月より西臼杵地域公立病院統合再編準備室を設置し、さらなる検討及び統合

再編作業を進めさせていただきたいと考えております。 

 これまでの具体的な調査検討につきましては、委託業務に関する予算を昨年度の当初予算で御

承認いただきましたので、予定通り緻密で幅広く進めさせていただいており、現在、公立病院の

広域医療等に関する特別委員会委員長の坂本弘明副議長に、高千穂町議会を代表し、西臼杵郡に

おける地域医療のあり方検討委員会の委員の一人として、御意見を伺っているところであります。 

 検討の状況につきましては、２月２６日の議員全員協議会の場での福祉保険課長が説明したと

おりではありますが、今後、さらに大学病院や地域代表者の御意見を慎重に検討し反映をさせな

がら、本年６月の西臼杵地域公立病院部会最終報告以降、議会の皆様をはじめ、地域住民の皆様

へ御説明申し上げ、御理解をいただければと考えているところであります。 

 この件に関する予算につきましても、令和３年度予算に計上し、御提案させていただいており

ますので、御審議いただきますようお願いいたしますとともに、今後とも、さらなる御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 
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 以上、行政報告といたします。 

○議長（工藤 博志議員）  以上で、町長の行政報告並びに令和３年度施政方針が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

日程第６．承認第１号 

日程第７．承認第２号 

日程第８．議案第１号 

日程第９．議案第２号 

日程第１０．議案第３号 

日程第１１．議案第４号 

日程第１２．議案第５号 

日程第１３．議案第６号 

日程第１４．議案第７号 

日程第１５．議案第８号 

日程第１６．議案第９号 

日程第１７．議案第１０号 

日程第１８．議案第１１号 

日程第１９．議案第１２号 

日程第２０．議案第１３号 

日程第２１．議案第１４号 

日程第２２．議案第１５号 

日程第２３．議案第１６号 

日程第２４．議案第１７号 

日程第２５．議案第１８号 

日程第２６．議案第１９号 

日程第２７．議案第２０号 

日程第２８．議案第２１号 

日程第２９．議案第２２号 

日程第３０．議案第２３号 

日程第３１．議案第２４号 

日程第３２．議案第２５号 

日程第３３．議案第２６号 
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日程第３４．議案第２７号 

日程第３５．議案第２８号 

日程第３６．議案第２９号 

日程第３７．議案第３０号 

日程第３８．議案第３１号 

日程第３９．議案第３２号 

日程第４０．議案第３３号 

日程第４１．議案第３４号 

日程第４２．議案第３５号 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第５、報告第１号から日程第４２、議案第３５号までの報

告１件、専決処分承認２件、条例制定２件、条例改正１３件、補正予算７件、当初予算９件、人

事案件３件、その他１件の町長提出の報告、承認、議案、合計３８件の提案理由の説明を求めま

す。 

 最初に、町長の説明を求めます。町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  それでは、私のほうから提案理由を説明させていただきます。 

 本日提案します議案は、報告１件、承認２件、条例案件１５件、補正予算７件、当初予算９件、

その他１件、人事案件３件の合計３８件でございます。 

 はじめに、報告第１号につきましては、令和２年６月１９日、議会の議決により工事請負契約

を締結しました、令和２年度公営住宅南平団地建替事業 南平団地Ｃ棟建設工事について、請負

金額の変更を行ったものであります。変更金額は、１２２万５,７８８円の増額で、変更後の金

額を１億８,７１２万５,７８８円とするものです。 

 変更の主な内容は、敷地内の舗装に伴う、路盤整備の追加工事等により経費が増額となったも

のでございます。 

 次に、承認第１号令和２年度一般会計補正予算（第６号）についてでありますが、令和３年

１月１５日付で本職において専決処分を行いましたので、法の定めに基づき御報告を申し上げま

す。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５,４８８万円を追加し、歳入歳出の予算の総額を

１１３億４,１２７万８,０００円とするものでございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大を受けて、県内に県独自の緊急事態宣言が発せられたことに伴う、

飲食店への１日当たり４万円の営業時間短縮要請協力金支給によるものであります。 

 次に、承認第２号令和２年度一般会計補正予算（第７号）でありますが、同じく令和３年１月

２９日付で専決処分を行いましたので、御報告を申し上げます。 
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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６,３３６万円を追加し、歳入歳出の予算の総額を

１１４億４６３万８,０００円とするものでございます。 

 緊急事態宣言が２月７日まで延長されたことに伴う、時間短縮要請協力金の追加支給によるも

のでございます。 

 以上、報告でございました。 

 次に、議案第１号天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例の制定につい

てでありますが、平成２８年度から取り組んでおります、天岩戸地区都市再生整備計画事業の一

環として整備を進めてまいりました、天岩戸交流センターあまてらす館が完成し、２月３日に落

成式を行ったところでございます。 

 供用開始するにあたり、適正な管理運営を行っていくため、本条例を制定するものでございま

す。 

 次に、議案第２号高千穂町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります

が、平成３０年度から建て替えを進めてまいりました町営南平団地が完成し、３月８日に完成検

査を行い、新規入居を開始する予定であります。 

 この南平団地の完成に伴い、本条例の中で町営住宅の概要を記載しております別表を、新たな

住宅の概要に改正するものであります。 

 次に、議案第３号高千穂町簡易水道給水条例の一部改正について御説明いたします。 

 今回の改正は、主に３つの改正を御提案しております。 

 まず、給水装置の新設又は改造しようとするときは、口径別の給水負担金を徴収することを定

めるものであります。 

 次に、水道使用量の督促状を発行した場合は、１通につき１１０円の督促手数料を徴収するこ

と及び延滞金を徴収することを定めるものであります。 

 ３つ目に、管理運営を統合した黒口簡易水道組合の水道使用量を本年４月１日から上水道使用

料と同額にするものであります。 

 次に、議案第４号高千穂町地域振興基金条例の制定について御説明申し上げます。 

 現在設置しております、ふるさと振興基金、地域活性化対策基金及びバス事業運営基金の３つ

の基金を合わせて、さらに有効かつ効率的な運用をするために、広く地域振興の目的を持った地

域振興基金を新たに設置するものでございます。 

 次に、議案第５号四季見原すこやかの森キャンプ場使用料徴収条例の一部改正について御説明

申し上げます。 

 この使用料につきましては、開村以来据え置かれておりましたが、近年の利用者の増や趣向の

多様化及び管理体制の変化等に伴い、今回利用料を見直すものでございます。 
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 次に、議案第６号高千穂町公衆浴場使用料徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 ３月いっぱいを持っての高千穂の湯の閉館に伴い、料金を定めた別表から高千穂の湯を削除し、

また、天岩戸の湯の料金に町内外の区分を新たに設ける改正であります。 

 次に、議案第７号高千穂町バス事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。 

 高千穂の湯の閉館に伴い、使用料を定めた別表において、高千穂温泉とある部分を温水プール

に改めるものでございます。 

 次に、議案第８号高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金条例の一部改正について御説明

申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る、借入れに対する利子補給事業のための基金を昨年設置しま

したが、第１条中、新型コロナウイルス感染症の定義について、元となる新型インフルエンザ等

対策特別措置法の改正が行われましたので、それに合わせて改正するものでございます。 

 次に、議案第９号高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について御説明申し上

げます。 

 今回の改正は、病院の診療放射線技師及び臨床検査技師の、勤務時間外における自宅待機手当

の新設と病院の夜間看護及び夜間介護に従事する職員について、勤務時間に深夜の全部を含む場

合の手当てを新たに設けるものであります。 

 次に、議案第１０号公の施設に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の改正は、条例別表第１に、天岩戸交流センターあまてらす館の追記と、重複記載されて

いる五ケ所地区簡易水道ほかの削除及び３月末で閉館する高千穂の湯を削除するものであります。 

 次に、議案第１１号課設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の改正は、財政課総合政策室を総合政策課とするための改正であります。 

 これまでは財政課に所属しており、財政課長が業務を掌握しておりましたが、鉄道跡地の公園

化構想に伴う業務量の増加や高千穂高校の魅力化向上に向けた取組等、そして今後の高千穂町と

しての総合的な施策の調整を行うためには、担当の課長を配置して対応することが適切であるた

め、総合政策課を新設するものであります。 

 次に、議案第１２号高千穂町職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の改正は、職員の結核休養制度について、罹患率の低下及び治療法の確立により、ほかの

疾病と異なる取扱いをする必要がなくなっているため、本条例中の結核性疾患に係る項目を削除

するものであります。 

 次に、議案第１３号高千穂町附属機関設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の改正は、附属機関として設置していました高千穂町公衆浴場等運営検討委員会の設置目
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的が終了しましたので、本条例別表より削除するものであります。 

 次に、議案第１４号高千穂町介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、３年ごとに算定する介護保険料につきまして、第８期介護保険事業計画策

定委員会におきまして審議を行いました結果、令和３年度から令和５年度までの３年間は、基準

額で現行の保険料から年額３,６００円引き上げ、年額５万７,６００円とすることが妥当との結

論に至りましたので、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第１５号高千穂町地域福祉基金条例の一部改正について御説明いたします。 

 条例第１条で基金の設置目的を規定し、第２条では事業等の範囲を規定しておりますが、活用

できる事業の範囲が狭いため、今回、第２条を削除し、第１条の設置目的を町民の保健福祉の増

進を図り、地域福祉の充実に資する事業の財源に充てるとすることにより、活用の範囲を子育て

支援、高齢者支援、障害者支援、貧困対策等、幅広く保健福祉の増進に活用できるようにするた

めの改正であります。 

 次に、議案第１６号から第２２号までの補正予算７件について御説明申し上げます。 

 まず、議案第１６号の令和２年度一般会計補正予算（第８号）についてでありますが、歳入歳

出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２億３,９１１万６,０００円を減額し、歳入歳出の予算の

総額を１１１億６,５５２万２,０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、決算見込み及び事業実績確定による不用額の減額等が主なものでございます。 

 詳細及び、議案第１７号から第２２号の特別会計補正予算及び企業会計補正予算につきまして

は、それぞれ担当課長が説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案第２３号令和３年度高千穂町一般会計予算について御説明申し上げます。 

 新年度予算の総額は８５億１,０００万円、前年度比５億８,０００万円、率にして６.４％減

額の予算になったところであります。 

 減額となった要因は、防災行政無線デジタル化事業、町営南平団地の建設事業の終了が主なも

のでございます。 

 令和３年度、各分野の新規事業といたしましては、国の地方創生推進交付金を活用し、まちづ

くりや企業支援、地域特産品の開発や販売促進、ふるさと納税業務、本町の情報発信等も担える

地域商社、まちづくり公社の設立準備事業費、高千穂高校魅力化プロジェクト事業費、高千穂フ

ァーマーズスクールの立ち上げ、ＩＴ人材育成に係る経費のほか、国の地域おこし企業人プログ

ラムを活用したＡＮＡからの人材派遣事業費等を計上いたしました。 

 また、田原中学校の高千穂中学校への統合に伴う通学手段の確保、中央保育園の改築事業に係

る補助金、西臼杵３町立病院の統合再編準備室設置に係る事業費、新型コロナウイルス予防接種

に関する事業費などのほか、ハード事業としては、小水力発電施設の整備事業費、鉄道公園化構
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想の基本計画事業費などを計上しております。 

 継続事業としましては、例年通り基幹産業であります農林業の振興として、野菜、果樹、花卉

栽培施設整備、シイタケ施設整備生産拡大、農業担い手・後継者育成支援事業、畜産振興、農業

生産基盤の整備、農道・林道整備、森林整備及び有害鳥獣対策、農地防災減災事業などの経費を

計上したところでございます。 

 商工・観光振興では、昨年実施できなかった百周年記念事業イベントの実施、高千穂峡周辺整

備、移住・定住支援などの経費を計上しております。 

 交通網インフラ整備としては、道整備交付金事業、社会資本整備交付金事業、道路新設改良事

業、道路維持事業、自然災害防止事業、まちづくり事業、都市再生整備計画事業などの経費を、

生活環境・地域振興としては、合併処理浄化槽設置事業、サルタフェスタ等のイベント事業の経

費を計上しております。 

 教育・福祉関連の事業としましては、スクールアシスタント配置事業、中学生までの子供医療

費の無料化、不妊治療助成事業、子育て支援金事業等の少子化対策のほか、予防接種等の推進、

障害者・児童福祉・高齢者対策など、それぞれの予算を計上したところであります。 

 一方、歳入ですが、町税及び地方譲与税は、減額の計上といたしました。特に町民税は新型コ

ロナウイルス感染症の影響を考慮し、８,５００万円の減収を見込んでおります。地方交付税に

つきましては、総務省の要求額の伸びに応じ、昨年度より９,３００万円を増額して計上してお

ります。 

 ふるさと応援寄附金につきましては、伸び悩んではおりますが、昨年度と同額で計上しており

ます。 

 町債につきましては、可能な限り交付税により措置されるもの及び将来にわたり世代間で公正

な負担となるよう、事業を抽出して充当したところであります。 

 また、国・県支出金につきましては、それぞれ事業に見合う予算措置をしたところでございま

す。 

 以上、一般会計当初予算の概要でございます。 

 次に、議案第２４号令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計予算につきまして御説明いたし

ます。 

 今年２月１日現在、国保加入世帯は１,９９８世帯、被保険者数は３,３３１名であり、昨年同

時期と比較し４９名の減となっております。 

 令和３年度予算につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７億８,５８８万

４,０００円を計上しており、前年度より１億３,７２５万６,０００円、７.１４％の減となって

おります。 
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 県の試算では、新型コロナウイルス感染症による病院の受診控えにより、医療費の減を見込ん

でおります。本町におきましても、引き続き医療費の抑制を図るため、保健予防活動を積極的に

推進し、健全な運営に努めてまいります。 

 次に、議案第２５号令和３年度高千穂町簡易水道事業特別会計予算でありますが、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８,７０３万３,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、水道使用料が６,１０４万４,０００円、一般会計繰入金が２,５４７万

２,０００円、雑入が３９万３,０００円、分担金及び負担金・その他が１２万４,０００円であ

ります。 

 一方、歳出の主なものは、職員の人件費、各簡易水道組合への維持管理負担金、簡易水道組合

の統合に伴う委託料や電気料等の衛生費を８,７０３万１,０００円とするものであります。 

 次に、議案第２６号令和３年度高千穂町下水道事業特別会計予算でありますが、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億１,８１６万４,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、国庫補助金が１００万円、一般会計繰入金が１億３,１５３万５,０００円、

起債が１,３８０万円、下水道使用料が７,１００万円であります。 

 一方、歳出の主なものは、総務管理費のうち、人件費等が２,３６３万６,０００円、公営企業

会計移行業務委託料等が１,３８３万８,０００円、下水道費は補助事業及び単独事業等に

１,７３３万４,０００円、公債費を９,７０７万８,０００円、施設管理費を５,６９４万

１,０００円とするものであります。 

 次に、議案第２７号令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 介護保険の認定業務を行うために、西臼杵３町で共同設置しておりますが、令和３年度当初予

算の総額を歳入歳出それぞれ１,２４１万７,０００円で計上し、対前年度比１.６％の減額とし

ております。 

 次に、議案第２８号令和３年度高千穂町介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 

 本年２月１日における介護保険第１号被保険者数は５,０４７名で、高齢化率が４２％を超え

る中、介護給付費の増加が懸念されるところでございますが、令和３年度当初予算の総額を保険

事業勘定が歳入歳出それぞれ１３億６,８２９万６,０００円で計上し、対前年度比４.６％の減

額となっております。 

 また、サービス事業勘定が歳入歳出それぞれ１,２６８万９,０００円で計上し、対前年度比

１４.２％の増額となっております。 

 人生１００年と言われる時代の中、令和３年度につきましても介護予防事業を積極的に実施し、

健康寿命を延ばす取組を行ってまいります。 
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 次に、議案第２９号令和３年度高千穂町後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明いた

します。 

 今年２月１日現在、被保険者数は２,７１０名であり、昨年同時期と比較し８７名の減となっ

ております。 

 令和３年度予算につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億９,３０９万２,０００円

計上しており、前年度より４７万６,０００円、０.２５％の増であります。 

 引き続き医療費の抑制を図るため、保健予防活動を積極的に推進し、健全な運営に努めてまい

ります。 

 次に、議案第３０号令和３年度高千穂町国民健康保険病院事業会計予算について御説明いたし

ます。 

 令和３年度の収益的収支予算につきましては、収益的収入額を２０億５,５３９万８,０００円、

収益的支出額を２３億５,０１９万７,０００円と見込んでおります。 

 また、資本的収支の資本的収入額を１億５,６６４万５,０００円、資本的支出額を２億

４,５２６万円と見込んでおります。 

 資本的収支の不足額８,８６１万５,０００円につきましては、消費税資本的収支調整額及び過

年度分損益勘定留保資金で補填するものとしております。 

 町立病院の運営につきましては、厳しい経営状況となっておりますが、今後とも、地域医療

ニーズに合った医療を提供し、患者様・御家族の満足度向上に努め、西臼杵の中核病院として、

さらに努力をいたす所存でございます。議員の皆様の、さらなるご支援をお願い申し上げます。 

 次に、議案第３１号令和３年度高千穂町水道事業会計予算でありますが、まず第２条の業務の

予定量としましては、給水戸数３,２１１戸、年間総給水量１０９万５,１１６立方メートル、一

日平均給水量３,０００立方メートルを予定しております。 

 また、主要な建設改良事業は、施設改良費と固定資産購入費を合わせまして、２,２６１万

１,０００円としております。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額は、水道事業収益を１億６,９５２万３,０００円、水道

事業費用を１億６,９１６万６,０００円としております。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額では、主な収入は企業債の２,０００万円であり、支出

は建設改良費や企業債償還金などを合わせて３,６０９万３,０００円を計上しております。なお、

資本的収支の不足額１,６０８万９,０００円は、内部留保資金、建設改良積立金等で補填する予

定としております。 

 次に、議案第３２号工事請負変更契約の締結について御説明いたします。 

 令和２年６月１１日、議会の議決により工事請負契約を締結しました令和２年度高千穂町防災
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行政無線施設（同報系）整備工事について、請負契約の変更を行いたいので、議会の議決をお願

いするものであります。 

 次に、議案第３３号西臼杵郡公平委員会委員の選任同意についてであります。 

 本議案は、任期満了に伴います西臼杵郡公平委員会委員の選任についてでありますが、平成

２５年４月から委員を務めていただいております須藤美津子氏の任期が本年４月２５日までであ

りますので、後任に甲斐教也氏を選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

 任期は、令和３年４月２６日から令和７年４月２５日までの４年間となっており、経歴等につ

きましては、お手元に記載のとおりであります。 

 次に、議案第３４号高千穂町教育委員会教育長の任命同意について御説明いたします。 

 濵田教育長におかれましては、任期途中でありますが、本年３月３１日をもって退任したいと

の申し出があり、慰留いたしましたが、意志が固く、残念ではありますが、その意をおくみする

ことといたしましたので、次期教育長について地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条

第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。 

 濵田教育長には、平成２８年１１月２５日の就任以来、４年４か月にわたり豊富な教職員経験

を生かし、小中学校長をはじめとする教職員の指導など、本町教育行政の発展に御尽力を賜りま

した。特に、田原中学校の高千穂中学校への統合につきましては、ＰＴＡや地域住民への説明な

ど大変な御苦労をいただきました。また、町内全ての小・中学校にＡＥＤの設置や普通教室にエ

アコンを設置するなど、学校環境の整備にも御尽力をいただきました。 

 これまでの御功績に対し、改めて敬意を表し、心より感謝を申し上げる次第でございます。 

 次期教育長として任命同意を提案しております方は、五ケ瀬町在住の戸敷二郎氏であります。

戸敷氏の略歴につきましては、お手元の資料のとおりでございますが、岩戸中学校校長、高千穂

中学校校長などを歴任された人格・見識ともに申し分のない、本町の教育行政に携わっていただ

く方として適任者であると考えております。 

 任期は、濵田教育長の残任期間であります、令和３年４月１日より令和４年１１月２４日まで

であります。 

 次に、議案第３５号高千穂町教育委員会委員の任命同意について御説明申し上げます。 

 高千穂町教育委員会委員の吉村順正氏の任期が本年６月１３日をもって満了となりますので、

引き続き任命いたしたく地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、

議会の同意をお願いするものでございます。 

 任期は、令和３年６月１４日から令和７年６月１３日までの４年間でございます。なお、経歴

等につきましては記載のとおりであります。 
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 提案につきましては、以上でありますが、詳細につきましては、人事案件を除き、それぞれ担

当課長に説明させますので、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 博志議員）  以上で町長の説明が終わりました。 

 ここで、１１時１５分まで休憩します。 

午前11時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き会議を開きます。 

 これから関係課長の説明を求めます。 

 まず、令和３年度当初予算を除く議案について説明を求めます。 

 初めに、承認第１号、第２号、議案第１６号、第３２号について、財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  よろしくお願いいたします。それでは、財政課所管の承認第１号、

第２号、議案第１６号、第３２号について、御説明いたします。 

 まず、承認第１号令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第６号）について御説明いたします。 

 議案集の５ページをお開きください。 

 歳入歳出予算それぞれに５,４８８万円を追加し、歳入歳出の総額を１１３億４,１２７万

８,０００円とするものであります。 

 まず歳出ですが、１月９日から２２日まで、宮崎県内に新型コロナウイルス感染拡大防止のた

めの県独自の緊急事態宣言が発出され、酒類提供店等に営業時間短縮の要請がなされたことに伴

う協力金の支給であり、１業者４万円、総額５,４８８万円を計上しました。 

 歳入につきましては、県補助金が４,９３９万２,０００円、町負担分５４８万８,０００円を

財政調整基金により対応しております。 

 次に、承認第２号令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第７号）について御説明いたします。 

 議案集の１９ページをお開きください。 

 歳入歳出予算それぞれに６,３３６万円を追加し、歳入歳出の総額を１１４億４６３万

８,０００円とするものであります。 

 緊急事態宣言が２月７日までに延長されたことに伴う、協力金の追加支給であり、総額

６,３３６万円を計上しました。 

 歳入につきましては、県補助金が５,７０２万４,０００円、町負担分６３３万６,０００円を

財政調整基金により対応しております。 

 なお、６号、７号とも、町負担分につきましては、国の交付金を充当いたします。 
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 それぞれ９ページ、２３ページ以降に、事項別明細書を添付しておりますので、参考にしてい

ただきたいと存じます。 

 次に、議案第１６号令和２年度高千穂町一般会計補正予算（第８号）について御説明いたしま

す。 

 議案集の７３ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億３,９１１万６,０００円を

減額し、歳入歳出の総額を１１１億６,５５２万２,０００円とするものであります。 

 また、第２条で繰越明許費、第３条で債務負担行為、第４条で地方債の補正を行うものです。 

 まず、歳出から、主なものについて御説明いたします。 

 ７６ページをお開きください。各費目内で、増減があります。 

 総務費は、８,８３９万３,０００円の減額です。防災行政無線費が４,２６３万９,０００円、

ふるさと納税に係る返礼品の報償費と１,０００万円が減額の主なものです。 

 増額では、地方バス運行補助金４６９万円が主なものです。 

 民生費は、２,３９９万円の増額です。ときわ園介護用ベッド導入に係る負担金３３１万

４,０００円、障害福祉サービス費３,８２０万６,０００円、地域子ども・子育て支援事業費

２６６万３,０００円が主なものです。児童手当５３３万円は、対象者数により、減額となりま

した。 

 衛生費は、２４２万１,０００円の増額です。新型コロナワクチン接種委託料２２７万

７,０００円、会場使用料１０８万５,０００円が主なものです。 

 農林水産業費は、５,５４０万６,０００円の減額です。中山間地域直接支払制度事業費の交付

金が４,８１２万５,０００円の減、県営農村地域防災減災事業費等の負担金は７７３万

６,０００円の増となっております。 

 次に、商工費は３,２７３万円の減額です。県の緊急事態宣言により影響を受けた協力金の受

給者を除く全商工業者を対象に、最大３５万円の支援金４,５００万円を計上しております。ほ

か、中小企業者特別融資保証料補助金等３,２８１万１,０００円、誘客多角化等のコンテンツ造

成事業貸付金２,４９４万１,０００円、公衆浴場等の運営管理費１,１０９万１,０００円、四季

見原高原管理事業費が６７１万９,０００円の減となっております。 

 次に、土木費は１,３７３万円の減額です。社会資本整備総合交付金事業１,０４０万円、都市

再生整備事業費が１,１００万円の増、都市計画総務費の下水道事業特別会計繰出金１,３６５万

４,０００円、公営住宅等関連事業費１,９１１万３,０００円は減となっております。 

 次に、消防費は８７０万４,０００円の減額です。消防団活動や行事の中止による非常備消防

費１,１１５万３,０００円の減額が主なものです。 
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 教育費は１,２１４万円の減額です。社会教育各団体への補助金１５０万円、国民文化祭の関

連経費が５５８万７,０００円の減が主なものです。 

 最後に、災害復旧費は５,４４２万４,０００円の減額です。農地農業用施設、公共土木施設災

害復旧工事費の確定によるものです。 

 続いて、歳入について御説明いたします。 

 前に戻って、７５ページをお開きください。 

 まず、法人事業税交付金は４００万円の増額ですが、本年度から新たに交付されるものです。 

 自動車取得税交付金９７７万４,０００円の減額は、消費税の税率改正に伴い、廃止されたも

のです。 

 分担金及び負担金は４５９万９,０００円の減額です。農地農業用施設の災害復旧費の地元分

担金、健康診査費負担金が主なものです。 

 使用料及び手数料は３,２４１万３,０００円の減額です。公衆浴場入湯料、キャンプ場使用料

の減です。 

 国庫支出金は７,２８３万９,０００円の増額です。事業により増減となっており、新型コロナ

臨時交付金が６,９８２万７,０００円、障害福祉サービス費が１,６５０万円の増、公営住宅等

関連事業費推進事業費が３６８万円、公共土木施設災害復旧費が２,０６７万７,０００円の減と

なっております。 

 県支出金は３,１１０万１,０００円の減額です。 

 障害福祉サービス費は９２０万円の増、中山間地交付金３,６０７万４,０００円の減が、増減

の主なものであります。 

 財産収入は１３３万円の減額です。町有地流木売払い収入は６８４万７,０００円の増、養魚

場の魚売払い収入が８１７万７,０００円の減となっております。 

 寄附金１,９９９万１,０００円の減額は、ふるさと納税寄附金です。 

 繰入金は４,７２４万１,０００円の減額です。ふるさと応援基金を財源として予定していた

１００周年事業の延期によるもの及び、財源調整による財政調整基金からの繰入金の減によるも

のです。 

 諸収入は２,７５０万６,０００円の減額です。誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ

造成事業費貸付金２,３９３万円の減が主なものです。 

 最後に、町債は１億４,２００万円の減額です。各事業費の見込額に伴い、借入額を減額した

ものです。 

 議案集の８１ページ以降に、歳入歳出補正予算の事項別明細書を添付しておりますので、参考

にしていただきたいと存じます。 
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 ここまで、承認第１号、第２号、議案第１６号、令和２年度一般会計補正予算（第６号）、

（第７号）、（第８号）の説明でございました。 

 次に、議案第３２号工事請負変更契約の締結について御説明いたします。 

 議案集の１,０５８ページをお開きください。 

 令和２年６月１１日議会の議決により、工事請負契約を締結しました令和２年度高千穂町防災

行政無線（同報系）整備工事について、追加の工事に伴う費用を増額するために変更契約を行う

必要が生じましたので、議会の議決をお願いするものであります。この工事につきましては、当

初契約額が４億８,８１８万円、変更額は２,９３８万２,４７３円で、変更後の契約額は５億

１,７５６万２,４７３円となっております。２月１５日に変更仮契約を結んでおります。 

 主な内容は、各世帯に設置されているＩＰ告知電話の撤去及び回収、それに伴い生じる宅内配

線工事等が主なものであります。契約の相手方は、福岡市博多区東比恵３丁目１番２号、エコー

電子工業株式会社本社、本社責任者（モリマサユキ）氏でございます。 

 以上で、財政課所管の承認２件、議案２件の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第１号、第２号、第１０号の一部について、建設課長。 

○建設課長（佐藤 雄二課長）  よろしくお願いします。それでは、建設課所管条例議案３件につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、議案第１号天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

 議案集の３１ページを御覧ください。 

 この天岩戸交流センターあまてらす館につきましては、現在取り組んでおります天岩戸地区都

市再生整備計画事業の中で、地域活性化の拠点施設として、平成３０年度から整備を進めてきた

ところでございます。今年１月に完成いたしまして、２月３日に落成式を執り行いました。今後

は、地域住民の交流拠点として様々な情報発信やイベント等を執り行いますとともに、天岩戸を

訪れる観光客との交流の場として、地域の活性化につなげる活動を行っていく計画でございます。 

 この施設を供用開始するにあたりまして、本条例により、当施設の使用方法や使用料について

定めまして、適正な管理運営を行っていくものでございます。施設使用料の主なものといたしま

しては、フリースペースを全面使用した場合に、１時間当たりの使用料が、町内在住者が

１,０００円、町外在住者は２,０００円となっております。また、営利を目的としての使用の場

合には、この２倍の額となっております。 

 続きまして、議案第２号町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し

上げます。 
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 議案集の３５ページを御覧ください。 

 平成３０年度から建て替え事業を進めてまいりました町営南平団地が完成し、今月の８日に完

成検査を行いまして、新規入居を開始する予定であります。今年度で、建て替えを計画しており

ました南平団地３棟全てが完成いたしましたので、町営住宅の設置及び管理に関する条例の別表

中、旧南平団地のうち、取り壊しました１棟から８棟までを新たに完成いたしました南平団地に

改めるものでございます。 

 また、旧住宅のうち、９棟、１０棟につきましては、現在、まだ入居者が残っておりまして、

現在の入居者が転居完了後に、来年度事業にて解体する予定であります。 

 続きまして、議案第１０号高千穂町公の施設に関する条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。 

 議案集５７ページを御覧ください。 

 議案第１号にて条例制定を御提案いたしました、天岩戸交流センターあまてらす館につきまし

て、町民や観光客の交流の場、また天岩戸地区におけるまちづくりの振興や地域の活性化を図る

目的で、高千穂町の公の施設として設置したく、高千穂町公の施設に関する条例の別表に追加す

るものでございます。 

 以上で、建設課所管の関係の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第３号、第１０号の一部、第１８号、第１９号について、

上下水道課長。 

○上下水道課長（江藤 良一課長）  上下水道課所管の条例改正２件、補正予算２件について御説

明いたします。 

 まず、３７ページの議案第３号高千穂町簡易水道給水条例の一部改正について御説明いたしま

す。 

 今回の改正は、主に３つの改正を御提案しております。 

 まず、条例第１３条の２では、給水装置の新設または改造しようとするときは、口径別の給水

負担金を徴収することを定めるものであります。令和２年度末で、２６ある簡易水道組合のうち、

１４の簡易水道組合が経営統合を済ませておりますが、統合前の簡易水道組合では給水負担金に

つきましては、負担額にばらつきがありましたので、今回上水道の給水負担金と同額の口径別給

水負担金を徴収するものであります。 

 次に、条例第３３条の２では、水道使用料の督促状を発行した場合は、１通につき１１０円の

督促手数料を徴収すること及び延滞金を徴収することを定めるものであります。統合前の水道使

用料の納付方法は、水道組合が一括集金して町に納める方式を取っておりましたので、督促が発
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生することを想定しておりませんでした。しかし、町に経営統合後は、使用者が個別で納入する

ことから、近年滞納者が散見されるようになりましたので、督促料及び延滞金を徴収するもので

あります。 

 ３つ目に、経営統合した黒口簡易水道組合の水道使用料を、本年４月１日から上水道使用料と

同額の基本料金、従量料金を徴収するものであります。 

 その他、条例第２条の給水区域、別表１の区域及び文言の修正を行うものであります。この条

例は、本年４月１日から施行するものであります。 

 次に、５７ページの議案第１０号公の施設に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 今回の改正では、公の施設に関する条例第２条の規定に基づく、別表１につきまして同一施設

が異なった名称で重複して記載されている、五ケ所地区簡易水道、徳別当地区簡易水道、上野地

区簡易水道、下野地区簡易水道及び須崎地区簡易水道を削除するものであります。 

 また、同じ別表中の高千穂町上野地区営農飲雑用水施設の１の欄の枳地区が誤って大字上野地

区に分類されておりましたので、下野地区に訂正するものであります。この条例は、本年４月

１日から施行するものであります。 

 次に、特別会計補正予算２件について御説明いたします。 

 議案第１８号令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）でありますが、議

案集の１３３ページからになります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ９,４１４万７,０００円とするものであります。 

 次ページの第１表歳入歳出予算補正で御説明いたします。 

 まず、歳入につきましては、繰入金の他会計繰入金、一般会計繰入金を２０万円増額し、補正

後の額を３,０７８万８,０００円とするものであります。したがいまして、歳入の合計額は

９,４１４万７,０００円となるものであります。 

 一方、歳出につきましては、衛生費の簡易水道費、維持管理費の職員手当を２０万円増額する

ものであります。この職員手当の補正につきましては、昨年秋からの雨不足による渇水のため、

年末年始にかけて町内２地区の給水を行ったことや、寒気による配水管・給水管の凍結破損によ

る漏水調査・修理が多発したことにより、職員手当の不足が生じたものであります。 

 次に、議案第１９号令和２年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第３号）でありますが、

議案集の１４７ページからになります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,２８３万４,０００円を減額し、

歳入歳出それぞれ１億８,２６２万４,０００円とするものであります。詳細につきましては、

１５４ページを御覧ください。 
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 歳入は、繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金を１,２８３万４,０００円減額するものであ

ります。 

 一方、歳出につきましては、１５６ページの土木費、下水道費、下水道事業費の委託料を

１,２８３万４,０００円減額するものであります。この委託料の減額につきましては、当初予算

の単独事業で、下水道施設監視装置システムの更新費用を計上しておりましたが、年度途中数回

にわたりコロナウイルス感染症の拡大が発生しました上に、システム会社が県内になく、県外の

システム会社と協議する機会が限られたため、契約執行に至らなかったものであります。 

 次に、債務負担行為の補正について御説明いたします。 

 １５０ページを御覧ください。 

 上段の公営企業会計移行業務につきましては、令和２年度に委託契約を完了し、令和３年度中

に総額１,４３０万円で完了を予定しているところでございます。また、下段の下水道施設監視

装置システムの更新委託につきましては、令和２年度で業者選定に至りませんでしたので、令和

３年度を初年度として令和５年度までの３年間で３,８５０万円の債務負担を行い、監視システ

ムの更新を行うものです。 

 以上、上下水道課所管の条例改正２件、補正議案２件につきまして、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第４号、第５号、第６号、第７号、第８号、第１０号の

一部、第１３号について、企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  企画観光課所管関連の条例案件７件につきまして御説明を申

し上げます。 

 まず、議案第４号高千穂町地域振興基金条例の制定について御説明を申し上げます。 

 議案集は４３ページからになります。 

 現在、企画観光課で所管しております、ふるさと振興基金、地域活性化対策基金及びバス事業

運営基金の３つの基金につきましては、その目的がいずれも広く地域振興ということになります。

そのため、この基金をさらに有効かつ効率的な運用をするために統合し、新たに地域振興基金を

設置するものでございます。 

 第１条において、現在の３つの基金のそれぞれの目的を網羅するように規定をしております。

また、付則において、統合後は既存の条例を廃止すること及び、それぞれの基金に属していた現

金は全て統合後の基金に属することを規定しております。 

 次に、議案第５号四季見原すこやかの森キャンプ場使用料徴収条例の一部改正について御説明

を申し上げます。 

 議案集は４７ページからになります。 



- 29 - 

 この使用料につきましては、開村以来据え置かれておりましたが、近年の利用者の趣向、趣き

及び管理体制の変化等に伴い、収支のバランスを勘案し、今回利用料を見直すものでございます。 

 主な改正点につきましては、入場料、オートキャンプ場、フリーテントサイトについて料金を

引き上げる一方で、稼働率の低いバンガローについては料金を引き下げることとしております。 

 次に、議案第６号高千穂町公衆浴場使用料徴収条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

 議案集４９ページです。 

 この改正は、料金を定めた別表について、２点改正を行うものです。 

 まず、高千穂の湯の閉館に伴い、高千穂の湯に関する部分を削除いたします。また、天岩戸の

湯の料金について、現在は町民の方の利用も、町外の方の利用も、料金は同一となっております

が、今回、町外の方については別料金を定めるものであります。なお、回数券につきましては、

町内外の区別なく据え置いております。 

 また、付則において、発券済みの高千穂温泉及び高千穂の湯の回数券につきましては、回数券

の取扱いについて別に定める旨、規定をしております。 

 次に、議案第７号高千穂町バス事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明を申し上

げます。 

 議案集は５１ページになります。 

 高千穂の湯の閉館に伴い、条例中バス利用料金を定めた別表１において、「高千穂温泉」とあ

るものを全て「温水プール」に改めるものでございます。 

 次に、議案第８号高千穂町新型コロナウイルス感染症対策基金条例の一部改正について御説明

を申し上げます。 

 議案集５３ページからになります。 

 昨年設置をいたしました、新型コロナウイルス感染症に係る借入れに対する利子補給事業のた

めの基金条例につきまして、第１条の中で新型コロナウイルス感染症の定義を新型インフルエン

ザ等対策特別措置法から引用しておりましたが、この特措法の改正により、この規定が削除され

ましたので、この定義につきまして具体的に書き下ろすこととする改正でございます。 

 次に、議案第１０号公の施設に関する条例の一部改正についての、企画観光課所管分について

御説明を申し上げます。 

 議案集は５７ページになります。 

 企画観光課所管の高千穂の湯を今年度で閉館することに伴い、公の施設から削除するものでご

ざいます。 

 次に、議案第１３号高千穂町附属機関設置条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

 議案集は６３ページからになります。 
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 別表にあります、高千穂町公衆浴場等運営検討委員会につきましては、平成３１年４月に設置

をいたしましたが、検討結果を提言として町長へ提出したことにより、その目的を終了し、昨年

１２月にその設置要綱を廃止しましたので、今回この別表から削除するものでございます。 

 以上、企画観光課所管関連の条例案件７件について、御説明を申し上げました。御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第９号、第１１号、第１２号について、総務課長。 

○総務課長（石渕 敦司課長）  それでは、総務課所管の議案３件について御説明いたします。 

 まず、議案第９号高千穂町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について御説明申し上

げます。 

 議案集は５５ページからになります。 

 現在、病院の診療放射線技師及び臨床検査技師には、救急患者対応等に備え、勤務時間外にお

いて自宅待機を命ずる場合がありますが、待機をした職員には手当を支給しておりませんので、

他の自治体病院の状況を勘案し、今回、待機手当を新設するものであります。 

 まず、特殊勤務手当の種類を規定しています条例第２条に、第３号として病院の診療放射線技

師または臨床検査技師は、勤務時間外において自宅待機を命ぜられ待機をした場合の待機手当を

加え、待機手当の新設を行い、第５条の次に、新たに第５条の２として待機手当の額を規定する

条項を加えております。 

 次に、第６条第２項では、病院の夜間看護及び夜間介護に従事する職員の、深夜の勤務時間数

に応じた手当の額を規定しておりますが、勤務時間に深夜の全部を含む場合の規定がありません

ので、今回、新たに加えるものであります。施行日は、本年４月１日からであります。 

 次に、議案第１１号課設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 議案集は５９ページになります。 

 今回の改正は、財政課総合政策室が所管であります、鉄道跡地の公園化構想に伴う業務量の増

加や高千穂高校の魅力化向上に向けた取組等、また今後の高千穂町としての総合的な施策の調整

を行うために、財政課総合政策室を総合政策課とするための改正であります。 

 まず、条例第２条に規定しています、課一覧の財政課の次に総合政策課を追加し、次に第３条

に規定しています分掌事務の財政課の項目から、町の総合政策及び長期計画に関することを削り、

財政課の次に総合政策課を追加し、新たに分掌事務を規定するものであります。施行日は、本年

４月１日からであります。 

 次に、議案第１２号高千穂町職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 議案集は６１ページからになります。 

 今回の改正は、職員の結核療養制度について、罹患率の低下及び治療法の確立により、他の疾
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病と異なる取扱いをする必要がなくなっているため、本条例第２５条第２項の結核性疾患に係る

項目を削除するものであります。 

 これにより、同条第３項以下を１項ずつ繰り上げる改正と、同条を引用する第１７条第１項の

改正であります。これにつきましても、施行日は本年４月１日からであります。 

 以上、総務課所管の条例改正３件について、御説明をいたしました。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  ここで、午後１時１０分まで休憩します。 

午前11時53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時08分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 続いて、議案第１４号、第２０号、第２１号について、保健センター事務長。 

○保健福祉総合センター事務長（林  謙一事務長）  保健福祉総合センター所管の条例改正議案

１件、補正予算議案２件につきまして御説明いたします。 

 初めに、議案第１４号高千穂町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたし

ます。 

 議案集の６７ページからになります。 

 今回の条例改正は、介護保険法に基づき、３年ごとに介護保険事業に係る計画とサービス料及

び保険料を算出することになっているために、昨年１０月から３回にわたり、第８期介護保険事

業計画策定委員会を開催し、審議を行いました結果、今後３年間も介護保険給付費の増加が見込

まれるため、令和３年度から令和５年度までの３年間は、基準額で現行の保険料から年額

３,６００円を引き上げ、年額５万７,６００円とするものが妥当との結論に至りましたので、条

例の一部改正を提案するものであります。 

 次に、議案第２０号令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第２号）につき

まして御説明いたします。 

 議案集の１６１ページからになります。 

 今回の補正は、人件費の補正を行うものでありますが、歳出の組替えを行うものであり、予算

総額に増減はありません。 

 １６５ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にして御審議いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 次に、議案第２１号令和２年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして御

説明いたします。 
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 議案集の１７３ページからになります。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５８万１,０００円を追加し、

補正後の予算総額を１５億４,６６６万８,０００円とするものであります。 

 また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ３０万３,０００円を減額し、

補正後の予算総額を１,４４４万円とするものであります。 

 補正の主なものを御説明いたします。 

 まず、事業勘定ですが、１７６ページの歳入で、国庫支出金が５０７万７,０００円の追加で、

保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の交付決定による追加計上が主なも

のであります。 

 次に、支払基金交付金が６９万３,０００円、県支出金が１４万４,０００円のそれぞれ減額で

すが、地域支援事業費の減額に伴う負担割合に応じた減額が主なものであります。 

 次に、繰入金が３６５万９,０００円の減額で、総務費の減額と地域支援事業費の減額に伴う

負担割合に応じた一般会計からの繰入金の減額が主なものであります。 

 次に、１７７ページの歳出ですが、総務費が２４５万３,０００円の減額で、介護認定調査主

治医意見書作成手数料と介護保険計画策定委託料の減額が主なものであります。 

 次に、保険給付費については、給付見込みによる居宅介護支援サービス給付費及び施設介護

サービス給付費等の補正を行うものでありますが、歳出予算の組替えを行うものであり、補正額

は生じておりません。 

 次に、地域支援事業費が３２４万４,０００円の減額で、会計年度任用職員報酬と研修会中止

に伴う旅費及び研修会負担金の減額が主なものであります。 

 次に、予備費が７０３万１,０００円の追加で、財源調整に伴うものであります。 

 次に、諸支出金が７５万３,０００円の減額で、介護サービス事業勘定操出金の減額でありま

す。 

 １７９ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にしていただきますようお願

いいたします。 

 次に、１９３ページからの介護サービス事業勘定ですが、歳入としてサービス収入が４５万円

の追加で、見込み増としての計上であります。 

 次に、繰入金が７５万３,０００円の減額で、事業勘定からの繰入金の減額であります。 

 次に、１９５ページの歳出ですが、総務費が３１万４,０００円の減額で、研修会中止に伴う

旅費及びＥＴＣ使用料の減額が主なものであります。 

 サービス事業費が１万１,０００円の増額で、会計年度任用職員報酬の追加が主なものであり

ます。 
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 １９７ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にして御審議いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 以上で、保健福祉総合センター所管の条例改正議案１件、補正予算議案２件の説明を終わらせ

ていただきます。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第１５号、第１７号について、福祉保険課長。 

○福祉保険課長（有藤 寿満課長）  福祉保険課所管の条例改正議案１件、補正予算議案１件につ

きまして御説明いたします。 

 議案集６９ページを御覧ください。 

 初めに、議案第１５号高千穂町地域福祉基金条例の一部改正についてであります。 

 この基金は、平成３年に設置され、現在、みずほ証券、ＪＡ定期預金、宮銀普通預金に１億

６,７００万円余りを保有しております。この基金の内容を規定しております本条例の第１条で

は、設置目的を地域の福祉の向上に資するために、社会福祉法人、個人等の民間事業者が実施す

る高齢者保健福祉事業等を支援する経費に充てるとなっておりますが、また、第２条では、事業

等の範囲を在宅福祉等の普及向上に資する事業、健康、生きがいづくりの推進に資する事業、ボ

ランティア活動の活性化に資する事業と、細かく活用の範囲を規定しております。 

 今回の改正では、第２条を削除し、第１条の設置目的を町民の保健福祉の増進を図り、地域福

祉の充実に資する事業の財源に充てるとすることにしており、活用の範囲を子育て支援、高齢者

支援、障害者支援、貧困対策等などに幅広く保健福祉の増進に活用できるようにするための改正

であります。 

 この改正は、令和３年４月１日から施行いたします。 

 次に、議案集１１７ページを御覧ください。 

 議案第１７号令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について御説明い

たします。 

 今回の補正は、事業勘定予算の総額から歳入歳出それぞれ２６２万円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１９億３,８００万２,０００円とするものです。 

 １１８ページ、歳入の内訳ですが、国民健康保険税４２万８,０００円の減は、医療給付費現

年課税分の精算見込みによるものです。 

 県支出金２４７万３,０００円の増は、保険給付費等特別交付金の事業精算によるものです。 

 繰入金４７４万６,０００円の減は、保険基盤安定繰入金の保険税軽減分、保険者支援分で

４２万８,０００円の増、福祉保険課国保係、保健センター国保担当職員の人件費など５１７万

４,０００円の減であり、精算見込みによるものです。 

 諸支出金８万１,０００円の増は、国保係会計年度任用職員雇用保険等個人負担金の増であり、
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精算見込みによるものです。 

 １１９ページ、歳出の内訳ですが、総務費２４３万１,０００円の減は、国保係の育休職員の

人件費の精算見込みによるものです。 

 国民健康保険事業納付金は、財源組替えのみです。 

 保健事業費２６６万２,０００円の減は、保健事業疾病予防費のうち、会計年度任用職員の雇

用保険料１７万１,０００円の増、特定健診等事業費６万３,０００円の減、保健福祉総合施設管

理運営費２７７万円の減は、保健センター内国保担当職員の旅費、人件費等の精算見込みによる

ものです。 

 諸支出金２４７万３,０００円の増は、町立病院非常勤医師の宿日直費や旅費のうち、歳入で

説明しました特別交付金の対象分を病院事業会計へ繰り出すためのものであります。 

 １２１ページ以降、事項別明細書を添付しておりますので御参照ください。 

 以上、福祉保険課所管、議案２件につきまして御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第２２号について、病院事務長。 

○病院事務長（戸髙 雄司事務長）  それでは、議案第２２号令和２年度高千穂町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第５号）につきまして御説明申し上げます。 

 議案集の２０７ページをお開きください。 

 今回の補正は、第２条で予算第３条に定めた収益的収支のうち収入の第２項医業外収益の額を

３,２０３万４,０００円増額し、補正後の額を２億３,５７０万２,０００円とし、病院事業収益

の総額を２２億３,５３９万８,０００円とするものです。 

 また、支出の第１項医業費用の額を７３７万７,０００円増額し、補正後の額を２２億

６,８４０万４,０００円に、第２項医業外費用の額を１７７万８,０００円増額し、補正後の額

を１億４,５３５万６,０００円とし、病院事業費の総額を２４億５,７３６万１,０００円とする

ものです。 

 次に、第３条で予算第４条に定めた資本的収支のうち、収入の第２項補助金の額を

１,７９７万７,０００円増額し、補正後の額を６,８５１万１,０００円とし、資本的収入の総額

を１億９,９７８万５,０００円とするものです。 

 また、支出の第１項建設改良費の額を１,９５０万５,０００円増額し、補正後の額を１億

３,４７５万３,０００円とし、資本的支出の総額を２億９,８３７万７,０００円とするものです。 

 詳細につきましては、議案集２０９ページの予算実施計画補正で御説明申し上げます。 

 まず、収益的収入のうち、医業外収益の３,２０３万４,０００円の増額は、新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援事業等の国県補助金の増額によるものです。 

 収益的支出につきましては、医業費用の給与費２００万円の増額、診療材料費１３万
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７,０００円の減額、経費５５１万４,０００円の増額を計上しております。 

 また、医業外費用の消費税６９万円、施設整備費３０万円、訪問看護費用７８万８,０００円

をそれぞれ増額計上しております。 

 続きまして、議案集２１０ページの資本的収入及び支出のうち、収入におきまして補助金の

１,７９７万７,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援事業による県補助金を計上しております。 

 支出におきましては、建設改良費の有形固定資産購入費といたしまして１,９５０万

５,０００円を計上しております。 

 ２１１ページ以降に予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を添付しておりますので、

併せて御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  次に、令和３年度当初予算議案について説明を求めます。 

 初めに、議案第２３号について、財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  それでは、議案第２３号令和３年度高千穂町一般会計予算につい

て御説明いたします。 

 予算議案集、令和３年度当初予算３０４ページをお開きください。 

 まず、第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８５億１,０００万円と定めるものでありま

す。 

 第２条で、債務負担行為の事項、期間及び限度額を、第３条で、地方債の目的、限度額、起債

の方法など、第４条で、一時借入金の最高限度額を７億円に、第５条で、同一管内における各項

款の予算の流用について定めるものであります。 

 次に、３０９ページをお開きください。 

 債務負担行為は、畜産関係の地域肉用牛振興特別対策利子補給事業及び繁殖経営安定資金利子

補給事業でございます。 

 次の３１０ページは、地方債ですが、過疎対策事業債、緊急防災・減災事業債、公営住宅建設

事業債、一般単独事業債、公営企業会計適用債、災害復旧事業債につきましては、投資的事業等

に充当する町債であります。 

 また、臨時財政対策債は、財源不足に対処するため、地方交付税算定基準に基づいて発行が許

可される予定額について計上したもので、限度額を２億３,５９０万円に設定しています。 

 地方債は、公営企業会計適用債を除き、合計８億９,９２５万円を計上しております。 

 それでは、予算内容の主なものについては、議案集の最後尾につづってあります令和３年度高

千穂町一般会計当初予算説明資料で御説明いたしますので、１,０６７ページをお開きください。 

 まず、歳入の町税ですが、全体では９億５６３万４,０００円となり、前年度に比べ１億
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１,１４３万８,０００円の減となりました。 

 内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、個人、法人ともに減額として

おり、固定資産税、軽自動車税も減額としております。 

 次に、地方譲与税は８５７万６,０００円減の８,９５２万４,０００円としております。 

 利子割交付金は２万６,０００円減の４９万１,０００円、配当割交付金は３万３,０００円減

の１５７万７,０００円を見込んでおります。 

 株式等譲渡所得割交付金は６万１,０００円減の１１４万１,０００円、昨年度から新設された

法人事業税交付金は４４６万５,０００円の増、地方消費税交付金は１,１４４万６,０００円減

の２億２,２７５万２,０００円、自動車取得税交付金は廃止されたため、計上しておりません。 

 次に、環境性能割交付金は３８０万円を計上しております。 

 次に、地方特例交付金は６２２万３,０００円増の９５０万８,０００円を計上しております。 

 次に、地方交付税ですが、令和２年度の実績額に対し０.４％増の３７億７,９００万円を計上

しております。 

 内訳として、普通交付税は、２年度実績の０.２％減の３３億３,１３１万１,０００円、特別

交付税は、２年度実績の５.１％増の４億４,７６８万９,０００円を計上しております。 

 交通安全対策特別交付金は、ほぼ同額の８９万円を計上しております。 

 次に、分担金及び負担金９,９４８万２,０００円は、前年度比２９７万４,０００円の増であ

ります。 

 農林水産業費分担金は４２７万５,０００円の減、西臼杵公立病院統合再編準備室負担金

６９８万４,０００円を新規増で計上しております。 

 次に、使用料及び手数料は１億３,０１７万３,０００円です。前年度比４,２０９万

６,０００円の減となっております。主な要因は、２年度で光ケーブルネットワーク事業及び高

千穂の湯が営業を終了することによる使用料、入湯料の減が主な要因です。 

 次に、国庫支出金９億３,１６７万７,０００円は、前年度比８,２７２万１,０００円の増であ

ります。 

 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金３,１８７万８,０００円、接種体制の確保

補助金１,７７４万８,０００円、児童福祉費の補助金の中央保育園建て替え事業に係る国庫補助

金が８,８７１万７,０００円、土木費の国庫補助金官民連携基盤整備調査費２,３４０万

７,０００円が主なものとなっております。 

 県支出金８億４,６０８万４,０００円は、前年度比１,２１４万５,０００円の減であります。

事業ごとに増減がありますが、農林水産業費補助金中の農地防災事業費補助金が４,０９７万

９,０００円の増、中山間直接支払制度が３,９０４万７,０００円の減となっております。 
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 財産収入１億９,６１５万９,０００円は、前年度比１,６５３万９,０００円の減であります。 

 魚売り払い収入、農林水産物直販売上収入を減としております。 

 寄附金は１億５,０００万１,０００円を計上していますが、ふるさと納税額については前年度

と同額を計上しております。 

 繰入金は、前年度より２億３,９５０万７,０００円減の７５６万１,０００円を計上しており

ます。財源調整のための財政調整基金です。 

 繰越金は５００万円を計上しています。 

 諸収入は２億２,５８３万１,０００円で、前年度比７,６５７万７,０００円の増です。主な要

因は、高千穂鉄道施設整理基金精算分１億２,２１０万１,０００円でございます。 

 詳細につきましては、対前年度比３億８,０５５万円の減の８億９,９２５万円を予定している

ところでございます。 

 防災行政無線のデジタル化に伴う緊急防災・減災事業債が減額の主な要因であります。 

 ほか、内訳は、過疎対策事業債４億４６５万円、一般単独事業債６,６００万円、災害復旧事

業債２６０万円、臨時財政対策債２億３,５９０万円、減収対策債１億４,０１０万円を予定して

おります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 議会費は９,４９９万１,０００円、前年度比２９８万４,０００円の減額で計上しております。

職員の人件費が主な要因です。 

 総務費は１２億９,４５８万円、前年度比４億６３５万６,０００円の減額で計上しております。 

 減額の主なものとしては、防災行政無線デジタル化に伴う無線施設整備工事が終了したことに

よるものです。３年度は、町有施設解体工事費１,６７３万円、ふるさと納税推進事業費

８,４０９万７,０００円、鉄道跡地公園化基本計画策定委託４,６８１万５,０００円、ふれあい

バス運行管理費８,０３０万５,０００円、選挙費として、衆議院議員選挙及び町議会議員選挙の

費用、計３,２００万円を計上しております。 

 次に、民生費は２３億３,２３２万３,０００円で、前年度比５,３１６万２,０００円の増額で

あります。 

 社会福祉協議会への補助金が１,１６０万８,０００円の減、中央保育園改築事業補助金１億

３,３０７万５,０００円ほか、児童福祉、障害者福祉、老人福祉関係扶助費などを計上しており

ます。 

 次に、衛生費は７億４,８８９万円で、前年度比７,０９９万１,０００円の増額であります。 

 西臼杵地域における医療連携基本構想策定支援業務委託料６９８万円、町立病院への操出金

３億円、簡易水道事業特別会計操出金、西臼杵広域行政事務組合負担金、各種予防接種委託料を
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計上しております。 

 次に、農林水産業費は１２億７,８３８万７,０００円で、前年度比２,８９８万１,０００円の

増額です。 

 農業費中の中山間地域直接支払制度事業交付金は４,８０８万８,０００円の減ですが、農地費

が農地防災事業の新規事業採択、小水力発電施設整備事業費により１億２,４６６万２,０００円

の増となっております。 

 ほか、畜産業費は前年度４３１万９,０００円減の３,７６５万１,０００円、林業土木費は

２,１８５万１,０００円減の１億３,２２７万２,０００円を計上しております。 

 次に、商工費は３億９２７万７,０００円で、前年度比６,２７９万９,０００円の減額であり

ます。 

 高千穂の湯の閉館に伴う経費、中小企業者特別融資資金貸付金３,５００万円の減によるもの

です。 

 昨年、コロナウイルスの影響で、できませんでした１００周年記念関連イベント事業費等を再

計上しております。 

 次に、土木費は７億６,５５４万２,０００円で、前年度比２億４,２５７万４,０００円の減額

であります。 

 主に、まちづくり事業費の減及び南平団地建設工事が終了したことによるものです。 

 内訳としまして、道路維持費は１,３００万１,０００円増の１億１,４０６万２,０００円、道

路新設改良費は、事業料の増減により３,２０５万６,０００円減の２億２,６２８万９,０００円、

まちづくり事業費は５,８９５万７,０００円減の９,２３５万６,０００円、住宅費は１億

９,３９１万円減の５,１８７万９,０００円を計上しております。 

 次に、消防費は３億７,７１９万５,０００円、前年度比８４８万７,０００円の減額です。 

 非常備消防費４９２万４,０００円、消防施設費７５４万６,０００円が減額の主なものでござ

います。 

 教育費は５億４,２１６万６,０００円、前年度比１,０４２万２,０００円の減額でありますが、

田原中学校の統合に伴うバスの運行費、スクールアシスタント配置事業ほか、会計年度任用職員

の学校支援員、事務補助員、給食調理員等の人件費は増額となっております。 

 災害復旧費は８０２万円で、前年度より４００万円増額しております。 

 公債費は、元利償還金併せて７億８,８６９万９,０００円で、前年度より４７３万

１,０００円の減となっております。 

 予備費は１,０００万円を計上しております。 

 以上で、歳入及び歳出の説明を終わります。 
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 ただいま説明で使用しました高千穂町一般会計当初予算説明資料の１,０６８ページから歳入

歳出分析表、会計別予算総括表、特別会計操出金調書、投資的経費主要事業一覧、基金保有状況

等を示しております。 

 また、予算議案集の３１２ページ以降に歳入歳出予算の事項別明細書を添付しておりますので、

参考にしていただきたいと存じます。 

 以上で、議案第２３号令和３年度高千穂町一般会計の説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第２４号、第２９号について、福祉保険課長。 

○福祉保険課長（有藤 寿満課長）  福祉保険課所管の令和３年度予算議案２件につきまして御説

明いたします。 

 初めに、議案集５０２ページを御覧ください。 

 議案第２４号令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計予算は、第１条で事業勘定予算の総額

を歳入歳出それぞれ１７億８,５８８万４,０００円とし、第２条で一時借入金の最高額を２億

５,０００万円と定め、第３条において、歳入歳出予算の流用について定めております。 

 ５０４ページの歳入についてでありますが、国民健康保険税は２億９,５２７万２,０００円を

計上しております。全体の１６.５％を占めておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる被保険者の所得減少等を予測し、昨年度より７,０００万円余りを少なく見込んでおります。 

 一部負担金２,０００円は、座のみの計上です。 

 使用料及び手数料２０万円は、国保保険税の督促手数料です。 

 県支出金１３億２,００４万７,０００円は、保険給付費等交付金で全体の７３.９％を占めて

おります。 

 財産収入１,０００円は、座のみの計上です。 

 繰入金１億６,９４５万６,０００円は、保険基盤安定繰入金、職員給与費、出産育児一時金、

財政安定化支援事業費などの一般会計繰入金が１億６,９４５万５,０００円で、基金繰入金が座

のみ１,０００円です。 

 繰越金２,０００円は、座のみの計上です。 

 諸収入９０万４,０００円は延滞金、預金利子、特定健診受託事業収入及び第三者納付金、雇

用保険等個人負担金、健診等個人負担金などの雑入です。 

 次に、５０５ページ、歳出ですが、総務費４,３２１万６,０００円は国保係６名分の人件費、

国保連合会事務費負担金、国保運営協議会運営費などの事務的経費です。 

 保険給付費１２億５,９９５万８,０００円は、連合会経由で、医療機関へ支払うための国保医

療報酬負担金、装具費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭給付費などの負担金で、全体の
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７０.６％を占めております。 

 国民健康保険事業費納付金３億９,６４１万１,０００円は国保税を県へ納付するための被保険

者医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金で、全体の２２.２％を占めています。 

 保険事業費６,４１２万６,０００円は、疾病予防費、後期医療と介護予防の一体的実施事業、

特定健診事業及び保健センター国保担当５名分の人件費、その他の事務的経費などです。 

 基金積立金１,０００円は、国保準備積立基金利子の積立金です。 

 公債費１６万５,０００円は、一時借入金利子です。 

 諸支出金２００万６,０００円は、過年度保険税の還付金が主なものです。 

 予備費２,０００万円。 

 共同事業拠出金１,０００円は、座のみの計上です。 

 ２月１日現在、国保加入世帯が１,９９８世帯で、昨年同日と比較し１世帯の増、被保険者数

が３,３３１名で４９名減少しており、予算額は、昨年度より１億３,７２５万６,０００円、

７.１％の減となっておりますが、県の試算ではインフルエンザ発症数の減、新型コロナウイル

ス感染症による医療機関の受診控えなどに伴い医療費が減少するものと見込んでおります。 

 引き続き制度改正の動向などを注視しながら、医療費の抑制を図るため、重症化予防などの保

健予防活動を積極的に推進し、健全な国保運営に努めてまいります。 

 ５０８ページ以降、事項別明細書を添付しておりますので御参照ください。 

 次に、１,００２ページを御覧ください。 

 議案第２９号令和３年度高千穂町後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。 

 第１条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９,３０９万２,０００円とし、第２条で一時借

入金の最高額を１億円と定めております。 

 １,００３ページ、歳入についてでありますが、後期高齢者医療保険料は、被保険者から納付

していただく特別徴収、普通徴収併せて１億２,５９１万３,０００円を計上しており、全体の

６５.２％を占めております。 

 使用料及び手数料３万３,０００円は、督促手数料です。 

 繰入金５,９０８万１,０００円は、一般会計からの事務費及び保険基盤安定繰入金で、全体の

３０.６％を占めております。 

 繰越金１,０００円は前年度繰越金で、座のみの計上です。 

 諸収入８０６万４,０００円は、保険料過年度還付金と広域連合からの健診委託事業収入が主

なものです。 

 次に、１,００４ページ、歳出ですが、総務費８６５万円は、事務的経費、徴収費、健診に伴

う経費が主なものです。 
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 後期高齢者医療広域連合納付金１億８,４１４万１,０００円は、広域連合の保険料納付金で、

全体の９５.４％を占めています。 

 諸収入３０万円は、保険料の過年度還付金です。 

 予備費１,０００円を計上しております。 

 ２月１日現在、被保険者数が２,７１０名で、昨年度より８７名減少する中、予算額は４７万

６,０００円、０.２５％の増となり、広域連合の保険料納付金の増が主な要因であります。 

 令和３年度におきましても、引き続き医療費の抑制を図るため、重症化予防などの保健予防活

動を積極的に推進し、健全な運営に努めてまいります。 

 １００６ページ以降、事項別明細書を添付しておりますので御参照ください。 

 以上、福祉保険課、議案２件につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第２５号、第２６号、第３１号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（江藤 良一課長）  上下水道課所管の特別会計予算、公営企業会計予算、合わせ

て３件の議案について御説明いたします。 

 初めに、議案第２５号令和３年度高千穂町簡易水道事業特別会計予算でありますが、議案集の

６０２ページからになります。 

 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８,７０３万３,０００円と定めております。 

 内容につきましては、６０９ページの第１表歳入歳出予算で御説明いたします。 

 まず、歳入の主なものは、水道使用料が６,１０４万４,０００円、一般会計繰入金が

２,５４７万２,０００円、雑入その他が５１万７,０００円であります。 

 ６１３ページを御覧ください。 

 歳出につきましては、衛生費の簡易水道費、維持管理費では８,７０３万１,０００円を計上し

ております。内訳の主なものとしましては、職員の人件費１,５８２万３,０００円、需用費では

経営統合した水道組合施設の電気料７４７万６,０００円と修繕費７０５万円、役務費では水質

検査手数料１,２１９万８,０００円、委託料では、経営統合した水道組合の維持管理委託料とし

て、業者委託分が９８０万５,０００円、個人委託分が７７５万９,０００円、合わせて

１,７５６万４,０００円であります。 

 工事請負費では、施設の改修工事費に１７５万４,０００円と警報設備工事に２２０万円、備

品購入費では、非常用発電機の購入費として３０４万８,０００円を計上しております。 

 詳細につきましては、６０６ページ以降に、事項別明細書を添付しておりますので、御参照し

ていただきますようお願いいたします。 

 次に、議案第２６号令和３年度高千穂町下水道事業特別会計予算でありますが、議案集の

７０２ページになります。 
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 下水道事業特別会計予算は、第１条から第５条に定めております。まず、第１条では、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１,８１６万４,０００円と定めております。 

 歳入歳出予算の内訳につきましては、次ページの第１表歳入歳出予算で御説明いたします。 

 歳入につきましては、分担金及び負担金が７２万円、国庫支出金の国庫補助金が１００万円、

繰入金の一般会計繰入金が１億３,１５３万５,０００円、町債の下水道債が１,３８０万円、使

用料及び手数料の下水道使用料７,１１０万円が主なものであります。 

 一方、歳出につきましては、総務管理費が４,６８１万円で、職員の人件費や公営企業会計移

行業務委託料及び支払い消費税が主なものであります。 

 次に、下水道費は１,７３３万４,０００円で、令和２年度も当初予算と同額を計上しておりま

す。事業内容としましては、国庫補助事業の下水道管路点検業務委託の継続と令和５年度をめど

に完了を見込んでおります、下水道施設監視システムの更新委託料１,２８３万４,０００円など

が主なものであります。 

 公債費は、長期債元利償還金が９,７０７万円８,０００円、施設管理費は５,６９４万

１,０００円であり、浄化センター及びマンホールポンプ場等の委託料、維持管理経費などが主

なものであります。 

 次に、第２条では、債務負担行為について定めております。 

 ７０５ページの第２表債務負担行為を御覧ください。 

 下水道事業は、国から令和５年度末までに財務を特別会計から公営企業会計に移行するように

求められています。令和３年度から令和４年度にかけて１,５８７万９,０００円の債務負担を行

い、法適用移行事務支援委託料として、限度額１,０８７万９,０００円、また同じく２か年で、

公営企業会計システム導入業務委託料として、限度額５００万円計上し、総事業費３,０１７万

９,０００円で整備をする計画としております。 

 次に、第３条では、地方債について定めております。 

 ７０６ページの第３表地方債を御覧ください。 

 下水道事業特別会計を公営企業会計に移行するために借り入れる地方債について、起債の目的、

限度額、起債の方法、利率、償還の方法について定めるものであります。 

 次に、第４条では、一次借入金の借入れ最高額を２,０００万円と定めております。 

 最後に第５条では、歳出予算の利用ができる場合を定めております。 

 詳細につきましては、７０８ページ以降に歳入歳出予算、事項別明細書を添付しておりますの

で、御参照いただきますようお願いいたします。 

 最後に議案第３１号令和３年度高千穂町水道事業会計予算でありますが、議案集の

１,０４０ページからになります。 
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 第２条の業務の予定量につきましては、町長から説明がありましたので、第３条の収益的収入

及び支出の予定額から御説明いたします。 

 収入につきましては、水道事業収益が１億６,９５２万３,０００円であり、その内訳は、第

１項の営業収益１億３,９０４万６,０００円につきましては、水道使用料が主な収入となってお

ります。 

 続いて、第２項の営業外収益３,０４７万７,０００円につきましては、寄附金及び長期前受金

戻入が主な収入となっております。 

 一方、歳出につきましては、水道事業費は１億６,９１６万６,０００円であり、その内訳は第

１項の営業費用が１億５,７４０万１,０００円は、上水道事業の主たる事業活動を行うための費

用であり、職員の人件費、水道施設の維持、管理、保守に必要な委託料、電気料、修繕費及び施

設検査手数料などの支出が主なものであります。 

 次に、第２項の営業外費用１,０２６万４,０００円では、企業債利息と支払い消費税などを計

上しております。 

 また、第３項では、特別損失として５０万１,０００円、第４項に旅費１００万円を計上して

おります。 

 次に、第４条では、資本的収入及び支出の予定額について計上しております。収入につきまし

ては、資本的収入２,０００万４,０００円のうち、企業債２,０００万円を計上しております。 

 一方、支出の資本的支出総額３,６０９万３,０００円の内訳は、建設改良費の工事請負費が

１,７００万円で、老朽管の布設替え工事、道路改良工事に伴う排水管改良工事などを予定して

おります。 

 同じく委託料では、高千穂町上水道安全計画策定業務委託料として２００万円を計上しており

ます。固定資産購入費では、配水池の水位の異常を知らせる遠方監視システム、給水用タンク、

量水器の購入費など、合わせて３６１万１,０００円を計上しております。 

 企業債償還金では、企業債償還元金１,３３８万１,０００円を計上しております。資本的収入

額が資本的支出額に対し、不足する額１,６０８万９,０００円は、消費税、資本的収支調整額、

当年度損益勘定留保資金、建設改良積立金で補填することとしております。 

 第５条では、一次借入金の限度額を２,０００万円と定めております。 

 第６条では、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、期日、償還の方法を定めております。 

 第７条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費

４,６７６万４,０００円と公債費４万円を計上しております。 

 第８条では、一般会計から水道事業会計補助を受ける補助金の額を９９万円と定めております。 

 最後に、第９条では、棚卸資産の購入限度額を２２０万８,０００円と定めております。 
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 以上が、水道事業会計予算についての説明でありますが、１,０４２ページ以降に説明資料を

添付しておりますので、御参照していただきますようお願い申し上げます。 

 以上、上下水道課所管の、令和３年度予算議案３件につきまして、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第２７号、第２８号について、保健センター事務長。 

○保健福祉総合センター事務長（林  謙一事務長）  保健福祉総合センター所管の当初予算議案

２件につきまして、御説明いたします。 

 議案第２７号令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計予算につきまして、御説明いたし

ます。 

 議案集は８０２ページからとなります。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を、それぞれ１,２４１万７,０００円と定めるものであります。

前年度と比較し１９万９,０００円の減額となっております。 

 まず、８０３ページの歳入で、分担金及び負担金を１,２４１万６,０００円計上いたしており

ます。運営経費を西臼杵３町にて負担をしていただくものでありますが、職員を介護保険業務と

の兼務としているため、人件費の２分の１を高千穂町負担とし、その額を除いた経費を西臼杵

３町にて均等負担するものであります。 

 次に、８０４ページの歳出ですが、介護認定審査会の運営経費といたしまして１,２４１万

６,０００円の計上で、審査会委員の報酬、パソコンシステムの使用料、職員の人件費が主なも

のであります。 

 ８０６ページ以降に、事項別明細書を添付しておりますので、参考にしていただきますようお

願いいたします。 

 次に、議案第２８号令和３年度高千穂町介護保険特別会計予算につきまして御説明いたします。 

 議案集は９０２ページからとなります。 

 まず、第１条で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を、それぞれ１３億６,８２９万

６,０００円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を、それぞれ１,２６８万９,０００円と

定めております。 

 第２条で、一時借入金の最高額を５,０００万円と定め、第３条で予算の流用について定めて

おります。 

 次に、９０４ページからの保健事業勘定ですが、前年度と比較し６,５２４万６,０００円の減

額となっております。 

 ９０５ページの歳入につきまして、主なものを御説明いたします。 

 まず、保険料が２億３,２７７万円の計上で、６５歳以上の第１号被保険者からの保険料であ
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ります。 

 次に、分担金及び負担金が３４８万円の計上で、事業への参加者負担金であります。 

 次に、国庫支出金が３億６,６８１万３,０００円、支払基金交付金が３億４,２８３万

７,０００円、県支出金が１億９,７４５万６,０００円のそれぞれ計上ですが、保険給付費等に

係るそれぞれの負担割合に応じた計上であります。 

 次に、繰入金が２億２,４８６万５,０００円の計上で、保険給付費等に対しての一般会計から

の繰入金であります。 

 次に、９０６ページの歳出について主なものを御説明いたします。 

 総務費が３,１８４万円の計上で、職員の人件費及び介護認定調査等の経費が主なものであり

ます。 

 次に、保険給付費が１１億９,２０４万３,０００円の計上で、対前年度比３,７０７万

５,０００円の減額となりましたが、サービス利用による保険給付費の見込みによる計上であり

ます。 

 次に、地域支援事業費が１億２,０３７万円の計上で、対前年度比１,０９５万２,０００円の

減額となりましたが、実績見込みによる計上であります。 

 次に、予備費として１,６２０万７,０００円を計上いたしております。 

 次に、諸支出金が７８３万２,０００円の計上で、保険料の還付金及び介護サービス事業勘定

への繰出金であります。 

 ９０８ページ以降に、事項別明細書を添付しております。 

 次に、９３６ページからの介護サービス事業勘定ですが、対前年度比１５７万９,０００円の

増額で、配置職員の変更に伴う人件費の増額が主な要因であります。 

 ９３７ページの歳入につきまして、主なものを御説明いたします。 

 まず、サービス収入が５５２万７,０００円の計上で、要支援及び要介護の方のケアプラン作

成による収入であります。 

 次に、繰入金が６８３万円の計上で、保険事業勘定からによるものであります。 

 次に、９３８ページの歳出ですが、総務費が８８０万円の計上で、職員の人件費及び研修費が

主なものであります。 

 次に、サービス事業費が３８８万９,０００円の計上で、会計年度任用職員報酬、パソコンシ

ステムの使用料等が主なものであります。 

 ９４０ページ以降に、事項別明細書を添付しておりますので、参考にしていただきますようお

願いいたします。 

 町の高齢化率も４２％を超えてまいりました。これに伴い、保険給付費も増加傾向となってき
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ておりますが、平均寿命が延び行く中、介護予防事業の必要性がますます高くなってきておりま

す。町では、地域住民のお力も頂きながら、予防事業のますますの推進を図り、介護を受けずに

済む、健康寿命を延ばす取組を積極的に行ってまいります。 

 以上で、保健福祉総合センター所管の、当初予算議案２件の説明を終わらせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  続いて、議案第３０号について、病院事務長。 

○病院事務長（戸髙 雄司事務長）  それでは、議案第３０号令和３年度高千穂町国民健康保険病

院事業会計予算について御説明申し上げます。 

 議案集の１,０２０ページを御覧ください。 

 まず、第２条では、業務の予定量を定めております。病床数は、一般病床６０床、療養病床

６０床の計１２０床となります。また、療養病床６０床のうち、１４床を地域包括ケア病床とし

ております。 

 次に、年間患者数を入院患者３万１,０２５人、外来患者９万１,９６０人、１日平均患者数を

入院患者８５人、外来患者３８０人と見込んでおります。 

 主な建設改良事業といたしましては、医療機器などの有形固定資産購入費５,８０９万

１,０００円を計上しております。 

 次に、第３条では、収益的収入及び支出の予定額を定めるものであります。収入の内訳につき

ましては、医業収益を１８億８,１５１万４,０００円、医業外収益を１億７,３８８万

４,０００円と見込んでおり、病院事業収益の総額は２０億５,５３９万８,０００円となるもの

です。 

 一方、支出の内訳といたしましては、医業費用２２億８５８万１,０００円、医業外費用１億

４,１６１万４,０００円、特別損失額として２,０００円を計上しており、病院事業費の費用の

総額は２３億５,０１９万７,０００円となるものです。 

 次に、第４条では、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであります。収入は、企業債

２,０００万円、負担金１億３,３８９万５,０００円、繰入金２７５万円とし、資本的収入の総

額を１億５,６６４万５,０００円計上しております。 

 一方、支出でありますが、建設改良費７,９２７万９,０００円、企業債償還金１億

５,７７８万１,０００円、就学資金対預金８２０万円とし、資本的支出総額は２億４,５２６万

円を計上しております。 

 また、４条の括弧書きでありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、内

部留保金等で補填するものであります。 

 次に、第５条では、予定支出の事項の経費の金額を流用することができる場合として、次のよ
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うに定めるものであります。業務量の増加等に伴い、病院事業の業務のため、直接必要な経費に

不足を生じたときと定めております。 

 次に、第６条では、議会の議決を得なければ流用することのできない経費として、職員給与費

１２億９,９２９万３,０００円、公債費１５０万円、訪問看護費のうち職員給与費３,４１５万

６,０００円と定めるものであります。 

 第７条は、棚卸資産の購入限度額を３億２,４５６万３,０００円と定めるものであります。 

 第８条は、重要な資産の取得及び処分について定めるものであり、取得する資産、処分する資

産につきましては、町財支援システムの入れ替えを予定しております。 

 新年度の町立病院の診療体制につきましては、内科６名、腎臓内科１名、小児科１名、外科

１名、整形外科２名、耳鼻咽喉科１名の計１２名の常勤医師と、眼科、皮膚科、泌尿器科、循環

器科、神経内科、それぞれを派遣の非常勤医師にお願する予定であります。 

 当院におきましては、厳しい経営状況であり、住民の皆様には大変御心配をかけておりますが、

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を最優先に取り組むとともに、さらなる

常勤医師の確保、経費の節減、また経営の健全化に努めてまいりますので、今後とも御支援、御

協力、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 説明は以上となりますが、１,０２２ページ以降に、予算実施計画、予定キャッシュフロー決

算書等の附属書類を添付しておりますので、併せて御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 以上で、病院事業会計予算の説明を終わらせていただきます。 

○議長（工藤 博志議員）  報告第１号、議案第３３号、第３４号、第３５号につきましては、町

長の説明のとおりでありますので、関係課長の説明は省略します。 

 以上で、町長提案の日程第５、報告第１号から日程第４２、議案第３５号までの合計３８件に

ついて、説明が終わりました。なお、ただいま説明が終わりました議案第３３号、第３４号、第

３５号を除く質疑につきましては、議案熟読の休会を経て、次の会議で行うこととします。 

 ここで、議案第３３号、第３４号、第３５号の議案熟読のため、午後２時３５分まで休憩しま

す。 

午後２時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時35分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４０．議案第３３号 

○議長（工藤 博志議員）  日程第４０、議案第３３号西臼杵郡公平委員会委員の選任同意につい
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てを議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  異議なしと認めます。よって、議案第３３号については、討論を省略

して採決することに決定しました。 

 これから議案第３３号を採決します。本案の採決は、無記名投票で行います。 

 議場出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（工藤 博志議員）  ただいまの議長を除く出席議員数は１２名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に議席番号１０番、

坂本弘明議員、議席番号１２番、富髙健一郎議員の２名を指名します。 

 念のため申し上げます。本案について賛成の方は投票用紙に「賛成」、反対の方は「反対」と

記入をお願いします。 

 なお、投票に賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定

により、「否」とみなすことになっていますので、御承知おきください。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（工藤 博志議員）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（工藤 博志議員）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席番号１番、佐藤さつき議員から議席番号順に順次投票を願

います。 

……………………………………………………………………………… 

 １番  佐藤さつき議員      ２番  板倉 哲男議員 

 ３番  磯貝 助夫議員      ５番  安在 昭則議員 

 ６番  本願 和茂議員      ７番  中島 早苗議員 
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 ８番  馬原 英治議員      ９番  佐藤 久生議員 

１０番  坂本 弘明議員     １１番  工藤 博志議員 

１２番  富髙健一郎議員     １３番  富髙 友子議員 

１４番  佐藤 定信議員                  

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 博志議員）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。 

 坂本弘明議員、富髙健一郎議員、開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（工藤 博志議員）  それでは、開票の結果を報告します。 

 投票総数１２票。これは先ほどの議長を除く出席議員に符号しています。賛成１２票。 

 以上のとおり、賛成全員であります。したがって、議案第３３号西臼杵郡公平委員会委員の選

任同意については、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４１．議案第３４号 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第４１、議案第３４号高千穂町教育委員会教育長の任命同

意についてを議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  異議なしと認めます。よって、議案第３４号については、討論を省略

して採決することに決定しました。 

 これから議案第３４号を採決します。本案の採決は、無記名投票で行います。 

 ただいまの議長を除く出席議員数は１２名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に議席番号１３番、

富髙友子議員、議席番号１４番、佐藤定信議員、議席番号１番、佐藤さつき議員の３名を指名し

ます。 

 念のため申し上げます。本案について賛成の方は投票用紙に「賛成」、反対の方は「反対」と
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記入をお願いします。 

 なお、投票に賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定

により、「否」とみなすことになっていますので、御承知おきください。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（工藤 博志議員）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（工藤 博志議員）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席番号１番、佐藤さつき議員から議席番号順に順次投票を願

います。 

……………………………………………………………………………… 

 １番  佐藤さつき議員      ２番  板倉 哲男議員 

 ３番  磯貝 助夫議員      ５番  安在 昭則議員 

 ６番  本願 和茂議員      ７番  中島 早苗議員 

 ８番  馬原 英治議員      ９番  佐藤 久生議員 

１０番  坂本 弘明議員     １１番  工藤 博志議員 

１２番  富髙健一郎議員     １３番  富髙 友子議員 

１４番  佐藤 定信議員                  

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 博志議員）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。 

 富髙友子議員、佐藤定信議員、佐藤さつき議員、開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（工藤 博志議員）  それでは、開票の結果を報告します。 

 投票総数１２票。これは先ほどの議長を除く出席議員数に符号しています。賛成１１票、無効

１票。 

 以上のとおり、賛成多数であります。したがって、議案第３４号高千穂町教育委員会教育長の
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任命同意については、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４２．議案第３５号 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第４２、議案第３５号高千穂町教育委員会委員の任命同意

についてを議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  異議なしと認めます。よって、議案第３５号については、討論を省略

して採決することに決定しました。 

 これから議案第３５号を採決します。本案の採決は、無記名投票で行います。 

 ただいまの議長を除く出席議員数は１２名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に議席番号２番、

板倉哲男議員、議席番号３番、磯貝助夫議員、議席番号５番、安在昭則議員の３名を指名します。 

 念のため申し上げます。本案について賛成の方は投票用紙に「賛成」、反対の方は「反対」と

記入を願います。 

 なお、投票に賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定

により、「否」とみなすことになっていますので、御承知おきください。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（工藤 博志議員）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（工藤 博志議員）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席番号１番、佐藤さつき議員から議席番号順に順次投票を願

います。 

……………………………………………………………………………… 

 １番  佐藤さつき議員      ２番  板倉 哲男議員 
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 ３番  磯貝 助夫議員      ５番  安在 昭則議員 

 ６番  本願 和茂議員      ７番  中島 早苗議員 

 ８番  馬原 英治議員      ９番  佐藤 久生議員 

１０番  坂本 弘明議員     １１番  工藤 博志議員 

１２番  富髙健一郎議員     １３番  富髙 友子議員 

１４番  佐藤 定信議員                  

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 博志議員）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。 

 板倉哲男議員、磯貝助夫議員、安在昭則議員、開票の立会いを願います。 

〔開票〕 

○議長（工藤 博志議員）  それでは、開票の結果を報告します。 

 投票総数１２票。これは先ほどの議長を除く出席議員数に符号しています。賛成１２票。 

 以上のとおり、賛成全員であります。したがって、議案第３５号高千穂町教育委員会委員の任

命同意については、同意することに決定しました。 

 議場出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

────────────・────・──────────── 

○議長（工藤 博志議員）  以上をもちまして、本日の日程は終了しましたので、これにて散会し

ます。 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御起立お願いいたします。一同、礼。 

〔起立・礼〕 

午後２時59分散会 

────────────────────────────── 


